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は

じ

め

封
繭
は
、
上
古
の
「
受
命
の
帝
王
」
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
、
と
す
る
惇
説
に
基
づ
き
、
秦
、
漢
、
唐
、
宋
と
い
っ
た
中
圏
全
土
を
支
配



下
に
牧
め
た
王
朝
に
お
い
て
最
大
の
盛
儀
と
し
て
賓
施
さ
れ
て
き
た
。
秦
の
始
皇
帝
以
来
、
封
聞
が
企
固
さ
れ
る
た
び
に
、
祭
儀
に
閲
す
る
皐

術
的
論
争
や
政
治
的
思
惑
の
錯
綜
し
た
状
況
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
は
正
史
中
に
明
ら
か
で
あ
り
、
す
で
に
欧
陽
怖
が
、
儒
家
経
典
中
に
明
丈
が

(
I
)
 

な
い
た
め
に
、
封
鵡
は
時
の
君
主
に
よ
っ
て
恋
意
的
に
策
定
、
奉
行
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
は
見
方
を
費
え
れ
ば
、
封
輯

奉
行
に
闘
わ
る
様
々
な
局
面
に
、
即
時
的
な
政
治
状
況
と
、
そ
れ
に
即
磨
し
て
皇
帝
と
そ
の
周
園
が
額
示
し
よ
う
と
し
た
皇
帝
権
力
の
あ
り
方

と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

近
年
、
前
近
代
中
固
に
お
い
て
、
法
制
と
並
ん
で
皇
帝
支
配
睦
制
を
支
え
て
い
た
秩
序
構
造
で
あ
る
瞳
制
の
重
要
性
が
提
起
さ
れ
、
櫨
制
を

可
説
的
に
表
現
す
る
種
種
の
王
朝
儀
曜
の
も
つ
象
徴
性
や
秩
序
形
成
機
能
、
及
び
政
治
的
意
義
の
追
究
が
進
む
中
で
、
封
曜
の
政
治
儀
礎
的
性

(
2
)
 

質
も
検
討
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

秦
漢
期
の
封
躍
を
主
題
と
し
た
先
行
研
究
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
封
施
説
話
の
検
討
か
ら
、
封
曜
の
起
源
と
形
成
過
程
を
論
じ
た
一
拍

(
3
)
 

永
光
司
氏
の
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
結
論
は
、
封
鵡
の
観
念
は
一
肺
仙
術
を
捧
持
す
る
方
士
に
よ
っ
て
、
泰
山
に
ま
つ
わ
る
諸
観
念
や
習
俗

的
祭
杷
を
取
り
込
み
つ
つ
形
成
さ
れ
、
秦
漢
統
一
国
家
の
成
立
を
契
機
と
し
て
具
現
化
し
た
、
と
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
封
」
の

字
義
を
追
究
す
る
と
と
も
に
、
秦
始
皇
帝
、
前
漠
武
帝
、
後
漢
光
武
帝
に
よ
る
封
租
を
比
較
し
、
前
二
者
と
後
者
の
遣
い
を
指
摘
し
た
栗
原
朋

(
4
)
 

信
氏
の
研
究
が
あ
る
。

27 

こ
れ
ら
に
お
い
て
、
特
に
始
皇
帝
及
び
武
帝
の
封
切
牌
と
神
仙
術
と
の
密
接
な
闘
係
が
確
認
さ
れ
た
が
、
「
秦
漢
統
一
固
家
の
成
立
」
と
、
宰
貝

際
に
奉
行
さ
れ
た
封
輔
の
祭
儀
と
の
有
機
的
な
闘
係
は
不
鮮
明
で
あ
り
、
ま
た
三
皇
帝
の
封
樟
の
違
い
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
何
で
あ
る
の
か

も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
「
秦
漢
統
一
固
家
」
に
お
い
て
暴
行
さ
れ
た
封
樟
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
の
よ
う
な
政
治
的
意
義
を
も
っ

て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。

549 

一
方
、
粛
藤
賓
(
賓
郎
)
氏
は
封
施
を
私
的
な
一
刑
仙
術
と
す
る
見
方
か
ら
脱
却
し
、
始
皇
帝
及
ぴ
武
帝
の
封
躍
の
も
つ
政
治
や
統
治
に
関
わ

る
側
面
に
焦
賠
を
嘗
て
た
。
と
く
に
武
帝
の
封
鵡
に
関
し
て
、
そ
の
刻
石
丈
に
「
四
守
の
内
、
郡
鯨
た
ら
ざ
る
な
く
、
四
夷
八
蟹
み
な
来
り
て
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貢
職
す
」
と
あ
る
の
を
武
帝
の
封
蹄
の
理
念
と
み
な
し
、
こ
れ
を
貫
徹
す
る
た
め
に
、
武
帝
は
封
騨
奉
行
の
前
後
に
雨
越
、
西
南
夷
、
朝
鮮
に

(
6
)
 

封
し
て
軍
事
的
制
一
墜
を
含
む
強
硬
策
へ
轄
じ
、
郡
際
化
を
進
め
た
、
と
す
る
。

粛
藤
氏
の
研
究
は
封
踏
の
理
念
と
賓
際
の
統
治
と
を
関
連
附
け
た
貼
で
書
一
期
的
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
検
討
封
象
が
元
封
元
年
の
封
樟
奉
行
前

後
に
お
け
る
封
外
閥
係
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
封
鵡
の
政
治
的
意
義
の
解
明
と
し
て
は
ま
だ
一
部
に
止
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
祭
儀
の
復
元

も
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
「
秘
密

(
U
私
的
)
」
か
「
公
開

(
U
公
的
)
」
か
、
と
い
う
貼
が
主
た
る
問
題
闘
心
と
な
っ
て
お
り
、
封
植
を
構
成
す

る
儀
曜
の
分
析
と
し
て
充
分
で
は
な
い
。

以
上
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
、
武
帝
の
封
騨
を
、
首
時
の
皇
帝
権
力
の
あ
り
方
を
表
現
す
る
政
治
的
事
業
と
み
な
し
、
前
漢
初
期
よ
り
奉
行

に
至
る
ま
で
の
政
治
的
丈
脈
の
中
で
、
封
樟
の
意
義
を
と
ら
え
直
す
と
と
も
に
、
そ
の
政
治
儀
曜
と
し
て
の
機
能
を
考
察
す
る
。

第
一
章
で
は
、
前
漠
王
朝
に
お
け
る
武
帝
封
鵡
の
由
来
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
文
帝
期
と
武
帝
の
印
位
直
後
の
二
度
存
在
し
た
封
樟
計

書
一
の
顛
末
を
追
う
。

い
ず
れ
も
未
遂
に
終
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
計
書
一
が
浮
上
し
た
背
景
は
、
奉
行
さ
れ
た
封
繭
の
意
義
に
連
な
っ
て
い
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く
第
二
章
で
は
、
武
帝
封
離
の
時
代
的
な
背
景
と
意
義
と
を
考
察
す
る
た
め
に
、
同
時
代
人
に
よ
る
封
騨
の
位
置
附
け
を
分
析
す
る
。
同
時
代

人
の
認
識
を
示
す
史
料
と
し
て
と
り
あ
げ
る
の
は
、
『
史
記
』
巻
二
八
封
相
主
目
(
以
下
、
封
鵡
書
と
略
稽
)
と
、
司
馬
相
如
「
封
輯
丈
」
(
『
史
記
」

巻
一
一
七
司
馬
相
如
列
惇
所
牧
)
で
あ
る
。

第
三
章
で
は
、
第
一
回
封
樟
の
儀
躍
内
容
を
分
析
し
、
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
第
二
回
以
降
の
封
調
の
政
治
的
意
義
に
深

く
関
わ
る
泰
山
下
明
堂
に
つ
い
て
、
併
せ
て
検
討
す
る
。

こ
う
し
た
作
業
を
経
る
中
で
、
封
開
奉
行
の
歴
史
的
必
然
性
に
言
及
し
、

さ
ら
に
封
樟
が
瞳
現
す
る
、
武
帝
期
に
固
有
の
皇
帝
権
力
の
あ
り

方
に
せ
ま
り
た
い
。



仕
草
川
一
立
早

前
漢
初
期
の
封
騨
計
童
旦

第

節

丈
帝
期
の
封
施
計
量

丈
帝
期
に
封
梢
が
企
固
さ
れ
挫
折
し
た
経
緯
は
、
封
調
書
と
そ
の
他
の
関
連
史
料
に
よ
り
次
の
よ
う
に
略
連
で
き
る
。

丈
帝
十
四
年
(
前
一
六
六
)
、
魯
の
人
公
孫
臣
は
、
水
徳
の
秦
の
後
を
受
け
た
漢
は
土
徳
に
首
た
る
た
め
、
そ
れ
に
磨
じ
て
「
正
朔
服
色
制

度
」
を
改
め
る
よ
う
上
奏
し
た
が
、
律
暦
の
権
威
で
あ
り
現
行
瞳
制
を
擁
護
す
る
丞
相
張
蒼
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
た
。
翌
年
、
黄
龍
出
現
と
い

う
瑞
鮮
を
受
け
、
秦
が
惇
統
的
に
上
帝
祭
記
を
行
っ
て
き
た
棄
で
、
丈
帝
は
漢
の
皇
帝
と
し
て
は
じ
め
て
郊
記
を
行
う
と
同
時
に
、
公
孫
臣
を

博
士
と
し
、
漢
土
徳
説
に
基
づ
く
「
改
暦
服
色
」
の
検
討
を
は
じ
め
さ
せ
た
。
翌
十
六
年
、
丈
帝
は
望
気
術
者
新
垣
平
の
勧
め
に
従
い
、
長
安

の
東
北
潤
陽
に
新
た
な
上
帝
の
記
場
「
謂
陽
五
帝
廟
」
を
創
設
し
、
そ
こ
で
郊
記
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
記
場
よ
り
天
に
光
が
連
な
る
と
い
う

29 

瑞
群
が
出
現
し
た
こ
と
を
受
け
、
博
士
諸
生
に
六
経
中
よ
り
『
王
制
』
を
編
纂
さ
せ
る
と
と
も
に
、
「
巡
狩
封
騨
事
」
を
検
討
さ
せ
た
。
し
か

(
8
)
 

し
翌
年
、
新
垣
平
の
瑞
鮮
担
浩
一
が
設
費
し
、
す
で
に
創
設
さ
れ
た
郊
記
を
は
じ
め
と
し
て
、
上
記
の
諸
計
書
一
は
全
て
立
ち
消
え
と
な
っ
た
。

以
上
の
経
過
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
漢
土
徳
説
に
基
づ
く
「
改
暦
服
色
」
と
郊
把
の
創
設
、
そ
し
て
「
巡
狩
封
融
事
」
の
三
者
が
興
廃
を

共
に
し
て
い
る
酷
で
あ
る
。

三
つ
の
計
重
の
捨
い
手
は
一
見
、
「
改
暦
服
色
」
は
公
孫
臣
、
郊
相
は
新
垣
卒
、
「
巡
狩
封
樟
事
」
計
書
一
は
博
士
諸
生
、
と
そ
れ
ぞ
れ
は
っ
き

り
と
し
た
分
捨
が
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
『
史
記
』
巻
二
六
暦
書
に
は
、
新
垣
千
が
「
正
暦
服
色
事
」
に
も
言
及
し
て
い
た
こ
と
が
記

(
9
)
 

さ
れ
る
。
ま
た
漢
土
徳
説
の
献
言
に
よ
っ
て
博
士
と
な
っ
た
公
孫
臣
、
詩
書
と
諸
子
と
に
通
じ
た
買
誼
を
例
と
す
る
よ
う
に
、
文
帝
期
の
博
士

(
川
)

に
は
六
塞
か
ら
諸
子
ま
で
多
様
な
亭
術
の
専
門
家
が
就
任
し
て
い
た
。
つ
ま
り
『
漢
書
」
巻
十
九
百
官
公
卿
表
上
に
「
古
今
に
通
ず
る
を
掌

る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
古
今
」
に
通
暁
す
る
向
学
術
と
知
識
に
よ
っ
て
丈
帝
の
諮
問
に
答
え
る
博
士
群
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
知
識
を
も
ち
ょ

551 
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っ
て
共
同
で
三
計
量
の
起
草
に
首
た
っ
た
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
三
計
量
が
興
麿
を
共
に
し
た
こ
と
は
、
丈
帝
の
中
で
そ
れ
ら
が
同
じ
丈
脈
上
に
連
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
丈
脈
は
、
公

孫
臣
に
先
ん
じ
て
そ
れ
と
同
じ
漢
土
徳
説
に
基
づ
く
「
改
暦
服
色
」
の
必
要
性
を
丈
帝
に
説
き
、
計
書
一
が
本
格
化
す
る
前
に
中
央
よ
り
去
っ
た

買
誼
の
献
言
中
に
見
出
さ
れ
る
。

買
生
以
篇
く
、
漢
興
り
孝
丈
に
至
る
ま
で
二
十
絵
年
、
天
下
和
治
す
。
而
し
て
固
よ
り
首
に
正
朔
を
改
め
、
服
色
を
易
え
、
制
度
に
法
り
、

官
名
を
定
め
、
曜
梁
を
興
す
べ
し
、
と
。
乃
ち
悉
く
草
し
て
其
の
事
儀
法
を
具
す
る
に
、
色
黄
を
向
び
、
数
五
を
用
い
、
官
名
を
矯
り
、

悉
く
秦
の
法
を
更
む
。
孝
文
帝
初
め
て
即
位
し
、
謙
譲
し
て
未
だ
達
あ
ら
ざ
る
な
り
。
諸
の
律
令
の
更
定
す
る
所
、
及
び
列
侯
悉
く
固
に

就
く
、
其
の
説
皆
な
買
生
白
り
之
を
護
す
。
(
『
史
記
』
巻
八
四
屈
原
買
生
列
惇
)

三
計
重
の
う
ち
、
こ
こ
に
直
接
み
え
る
の
は
「
改
暦
服
色
」
の
み
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
「
秦
法
」
改
正
と
連
な
っ
て
い
る
賭

で
あ
る
。

つ
ま
り
「
改
暦
服
色
」
は
、
制
度
文
物
に
お
い
て
秦
の
継
承
に
留
ま
る
現
肢
か
ら
脱
却
し
、
秦
制
か
ら
漢
制
へ
の
轄
換
を
果
た
そ
う

30 

と
す
る
計
書
一
の
一
角
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

こ
れ
と
同
じ
方
向
性
は
、
郊
把
の
創
設
に
も
み
ら
れ
る
。
筆
者
は
か
つ
て
、
丈
帝
期
に
お
け
る
郊
杷
の
創
設
が
持
つ
政
治
的
意
義
に
つ
い
て
、

(
日
)

「
謂
陽
五
帝
廟
」
の
分
析
に
基
づ
い
て
言
及
し
た
。
そ
の
際
、
「
謂
陽
五
帝
廟
」
創
設
は
、
秦
の
惇
統
に
連
な
る
上
帝
記
場
「
薙
五
時
」
の
改

定
で
あ
り
、
秦
制
か
ら
漢
制
へ
の
更
新
と
い
う
一
大
方
針
の
一
角
と
し
て
、
漢
濁
白
の
郊
杷
制
を
創
出
す
る
試
み
で
あ
っ
た
、
と
し
た
。
丈
帝

が
、
こ
の
よ
う
な
政
治
方
針
に
基
づ
き
、
「
改
暦
服
色
」
や
郊
杷
創
設
の
計
書
一
を
進
め
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
興
騒
を
と
も
に
す
る
「
巡
狩
封

聞
事
」
計
書
一
も
ま
た
、
同
じ
政
治
的
意
義
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
買
誼
は
高
祖
と
と
も
に
漢
の
現
状
を
築
き
上
げ
て
き
た
功
臣
た
ち
に
よ
っ
て
中
央
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
瑞
鮮
の
出
現

を
契
機
と
し
た
三
計
量
は
、
新
た
な
瑞
鮮
の
担
造
設
費
に
よ
っ
て
挫
折
し
た
。
こ
れ
ら
の
結
末
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
な
ら
ば
、
丈
帝
期
に
お
け

る
封
施
計
書
一
挫
折
の
要
因
は
、
政
権
中
植
に
根
強
い
現
賦
肯
定
の
勢
力
の
存
在
と
、
瑞
祥
を
唯
一
の
根
擦
と
し
た
改
革
論
の
脆
弱
さ
に
あ
っ
た
、



と
い
え
る
。
改
革
の
機
運
が
再
び
め
ぐ
っ
て
く
る
に
は
、
功
臣
世
代
の
退
場
と
、
政
治
情
勢
の
饗
化
が
必
要
で
あ
っ
た
。

第
二
節

武
帝
初
期
の
封
蹄
計
書
一

武
帝
即
位
直
後
(
前
一
四
0
1
一
一
一
一
九
)
の
封
樟
計
書
一
の
顛
末
を
、
封
縄
圭
目
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

元
年
、
漢
興
り
て
己
に
六
十
鈴
歳
た
り
。
天
下
支
安
に
し
て
、
措
紳
の
属
、
皆
な
天
子
の
封
梢
し
て
正
度
を
改
む
る
を
望
む
な
り
。
而
し

て
上
、
儒
術
に
郷
い
、
賢
良
を
招
く
。
超
結
・
王
戚
等
、
丈
島
ナ
を
以
て
公
卿
と
矯
り
、
古
え
を
議
し
明
堂
を
城
南
に
立
て
、
以
て
諸
侯
を

わいゆ

朝
せ
ん
と
欲
し
、
巡
狩
・
封
繭
・
改
暦
服
色
の
事
を
草
す
。
未
だ
就
ら
ざ
る
に
、
曾
た
ま
賓
太
后
、
黄
老
の
言
を
治
め
、
儒
術
を
好
ま
ず
、

人
を
し
て
微
か
に
伺
い
て
趨
結
等
の
姦
利
の
事
を
得
し
め
、
結
・
戚
を
召
案
す
。
結
・
戚
自
殺
し
、
諸
の
興
局
す
る
所
皆
な
駿
さ
る
。

ま
ず
認
め
ら
れ
る
の
は
、
封
樟
や
、
巡
狩
及
び
「
改
暦
服
色
」
を
、
漢
の
統
治
の
安
定
を
象
徴
す
る
一
連
の
事
業
と
と
ら
え
、
そ
の
賓
施
を
望
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む
撃
が
官
僚
層
全
瞳
に
擦
が
っ
て
い
た
酷
で
あ
る
。
こ
れ
は
丈
帝
期
に
は
ま
だ
少
数
だ
っ
た
、
買
誼
の
献
言
を
晴
矢
と
す
る
改
革
へ
の
志
向
が
、

官
僚
暦
に
慶
く
浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
背
景
に
は
、
景
帝
期
呉
楚
七
園
の
乱
を
経
て
、
漢
初
と
は
異
な
る
、
皇
帝
を
頂
鈷
と
す
る

一
元
的
支
配
瞳
制
が
整
備
さ
れ
て
い
く
中
で
、
新
た
な
瞳
制
を
象
徴
す
る
制
度
丈
物
の
改
革
が
、
政
治
的
課
題
と
し
て
必
然
性
を
も
っ
て
き
た

(ロ)

拭
況
が
あ
る
だ
ろ
う
。

で
は
こ
の
時
の
計
重
は
な
ぜ
挫
折
し
た
の
か
。
従
来
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
儒
家
と
黄
老
祇
勢
力
の
封
立
の
構
固
で
あ
る
。
且
ハ
瞳
的

に
は
、
儒
術
に
よ
る
統
治
を
目
指
す
武
帝
や
田
紛
ら
が
召
集
し
た
儒
者
を
中
心
に
進
む
計
書
一
が
、
責
老
を
好
む
賓
太
后
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
た

こ
と
を
指
す
。
賓
太
后
の
黄
老
へ
の
傾
倒
ぶ
り
は
、
景
帝
や
外
戚
で
あ
る
賓
氏
一
族
が
「
黄
老
の
言
」
を
皐
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
朕

(
日
)

況
が
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
事
件
に
は
、
思
想
の
問
題
と
は
遣
っ
た
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
「
史
記
」
巻
一

O
七
貌
其
武
安
侯
列
停

の
次
の
記
遮
か
ら
わ
か
る
。
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貌
其
・
武
安
、
倶
に
儒
術
を
好
み
、
趨
結
を
推
鼓
し
て
御
史
大
夫
と
潟
し
、
王
戚
を
郎
中
令
と
馬
し
、
魯
の
申
公
を
迎
え
、
明
堂
を
設
け
、
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列
侯
を
し
て
固
に
就
か
し
め
、
闘
を
除
き
、
植
を
以
て
服
制
を
矯
り
、
以
て
太
平
を
興
さ
ん
と
欲
す
。
諸
賓
宗
室
の
節
行
母
き
者
を
翠
遁

し
、
其
の
属
籍
を
除
く
。
時
に
諸
外
家
列
侯
と
潟
り
、
列
侯
多
く
公
主
に
向
し
、
皆
な
固
に
就
く
を
欲
せ
ず
。
故
を
以
て
段
り
て
日
ご
と

に
賓
太
后
に
至
る
。

こ
こ
に
は
、
列
侯
の
取
り
締
ま
り
と
就
固
強
制
を
企
固
す
る
田
扮
等
に
封
す
る
列
侯
の
反
設
が
記
さ
れ
て
い
る
。
田
扮
等
は
、
巡
狩
や
封
樟

の
賓
施
、
「
改
暦
服
色
」
及
び
明
堂
建
設
と
い
っ
た
計
書
一
を
進
め
る
の
と
同
時
に
、
外
戚
や
宗
室
と
い
う
立
場
に
よ
っ
て
封
侯
さ
れ
て
長
安
に

居
座
り
、
皇
帝
や
皇
太
后
と
の
距
離
の
近
さ
を
盾
と
し
て
放
坪
に
振
る
舞
う
列
侯
を
「
曜
」
の
名
に
お
い
て
統
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の

政
策
こ
そ
が
、
特
に
賓
太
后
に
近
い
列
侯
に
特
権
を
奪
わ
れ
る
危
機
感
を
懐
か
せ
、
事
賓
上
の
最
高
権
力
者
で
あ
っ
た
賓
太
后
を
動
か
す
に
至

ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
「
改
暦
服
色
」
等
一
連
の
計
童
は
、
捨
い
手
を
同
じ
く
し
て
い
た
他
の
政
策
に
釘
す
る
反
震
の
徐
波
を
受
け
、

つ
ま
づ

く
形
と
な
っ
た
。

以
上
、
丈
帝
と
武
帝
即
位
首
初
に
お
け
る
封
縄
計
童
と
そ
の
挫
折
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
二
度
の
計
童
の
蹄
趨
は
い
ず
れ
も
、
時
の
政
権
中
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植
に
お
け
る
利
害
関
係
に
左
右
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
と
も
に
、
計
量
さ
れ
た
諸
事
業
の
も
つ
、
漢
王
朝
の
支
配
の
確
立
を
顕
示
す
る
意

義
、
ま
た
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
漢
制
創
出
へ
の
志
向
は
、
丈
帝
期
以
来
連
績
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

建
元
六
年
(
前
二
豆
)
に
賓
太
后
が
死
去
す
る
と
、
武
帝
は
儒
術
を
活
用
し
た
統
治
の
賓
現
に
向
け
て
動
き
出
し
た
。
『
漢
書
』
巻
六
武
帝

紀
元
光
元
年
(
前
二
二
四
)
五
月
の
詔
で
、
武
帝
は
賢
良
に
、
実
・
舜
や
周
の
治
世
を
理
想
と
し
て
示
し
、
そ
れ
を
現
出
す
る
術
を
尋
ね
て
い

る

む
か
し

朕
聞
く
な
ら
く
、
昔
在
、
唐
虞
、
象
を
書
一
き
て
民
犯
さ
ず
、
日
月
燭
ら
す
所
、
李
停
せ
ざ
る
莫
し
。
周
の
成
・
康
、
刑
錯
き
て
用
い
ず
、

徳
鳥
獣
に
及
び
、
教
え
四
海
に
通
ず
。
海
外
の
粛
育
、
北
の
か
た
渠
捜
を
設
し
、
尽
克
徳
服
す
。
星
辰
字
ら
ず
、
日
月
蝕
せ
ず
、
山
陵
山
朋

れ
ず
、
川
谷
塞
が
ず
。
麟
鳳
郊
薮
に
在
り
、
河
洛
園
書
を
出
だ
す
、
と
。
鳴
摩
、
何
を
か
施
し
て
此
に
藻
ら
ん
や
。
:
:
:
賢
良
、
古
今
王

(
比
)

事
の
樫
に
明
ら
か
な
れ
ば
、
策
を
受
け
聞
を
察
し
、
成
な
書
を
以
て
封

L
、
之
を
篇
に
著
わ
せ
。
股
親
ら
罵
を
覧
ん
。



こ
こ
に
は
、
徳
教
が
「
四
海
」
を
覆
う
と
と
も
に
「
海
外
」
に
も
及
ぶ
理
想
の
治
世
が
描
か
れ
て
い
る
。
元
光
二
年
(
前
一
一
二
三
)
に
計
書
一

さ
れ
結
果
的
に
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
馬
口
巴
の
役
は
、
武
帝
が
旬
奴
に
封
す
る
そ
れ
ま
で
の
姿
勢
を
韓
換
し
た
こ
と
を
示
す
事
件
で
あ
る
が
、
旬

奴
と
の
戦
争
も
ま
た
、
「
四
海
」
と
「
海
外
」
と
が
服
属
す
る
理
想
の
治
世
の
賓
現
に
向
け
た
施
策
の
一
つ
と
位
置
附
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

武
帝
は
こ
れ
以
降
、
自
分
の
意
志
を
製
肘
し
得
る
皇
太
后
や
有
力
な
外
戚
と
い
っ
た
存
在
が
な
く
な
る
中
で
、
自
分
の
音
山
志
が
全
て
の
利
害

関
係
を
抑
え
、
最
高
意
志
決
定
権
を
一
千
に
握
り
、
官
僚
を
手
足
と
し
て
動
か
す
瞳
制
を
形
成
し
、
幾
多
の
事
業
を
遂
行
し
て
い
っ
た
。
そ
の

中
に
、
元
鼎
四
年
の
地
方
巡
幸
開
始
、
翌
年
の
郊
杷
樫
制
整
備
、
元
封
元
年
の
第
一
回
封
禅
、
太
初
元
年
の
「
改
暦
服
色
」
も
含
ま
れ
て
い
る
。

(
日
)

つ
ま
り
、
封
樟
等
の
事
業
の
曲
折
は
、
前
漢
に
お
け
る
皇
帝
支
配
瞳
制
形
成
の
這
程
と
重
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

社
弟
二
土
早

封

荷車

の
音
山
主
語

第
一
節

封
暗
室
日
の
分
析
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封
聞
書
は
、
上
古
以
来
の
祭
記
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
、
封
輯
を
頂
貼
と
し
て
総
轄
し
た
著
述
で
あ
る
。
漢
王
朝
の
最
盛
を
象
徴
す
る
封

騨
の
計
書
一
か
ら
賓
施
に
至
る
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
記
録
す
る
だ
け
で
な
く
、
孔
子
や
管
仲
と
い
っ
た
古
人
の
言
説
を
連
ね
る
こ
と
で
、
封
騨

の
意
義
を
歴
史
的
に
跡
、
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
同
時
代
に
存
在
し
た
封
禅
観
の
一
つ
と
し
て
後
者
を
分
析
す
る
が
、
ま
ず
封
繭
主
目

(
日
)

の
回
目
頭
、
序
の
部
分
か
ら
み
て
い
き
た
い
。

古
え
白
り
受
命
の
帝
王
、
日
何
ぞ
嘗
て
封
樟
せ
ざ
ら
ん
や
川
。
蓋
し
其
の
陸
無
く
し
て
用
事
す
る
者
有
り
凶
、
未
だ
符
瑞
の
見
わ
る
を
暗
て

泰
山
に
藻
ら
ざ
る
者
有
ら
ざ
る
な
り
矧
。
受
命
し
た
る
と
難
も
功
至
ら
ず
凶
、
梁
父
に
至
り
し
も
徳
治
か
ら
ず
川
、
治
し
、
而
れ
ど
も
日

に
給
す
る
に
暇
あ
ら
ざ
る
こ
と
有
り
川
、
是
を
以
て
事
に
即
き
用
う
る
こ
と
希
な
り
。

戸に戸υDυ 

こ
れ
は
、
過
去
に
封
粧
が
稀
に
し
か
行
わ
れ
な
か
っ
た
理
由
を
述
べ
る
瞳
裁
を
と
り
つ
つ
、
封
粧
の
要
件
や
状
況
を
、
過
去
の
事
例
に
則
し
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て
包
括
的
に
述
べ
て
い
る
。

川
の
部
分
は
、
「
受
命
」
と
い
う
封
輯
賓
施
の
大
前
提
を
ま
ず
打
ち
出
す
と
と
も
に
、
同
書
中
の
斉
の
桓
公
と
そ
の
相
管
仲
の
封
聞
を
め
ぐ

る
問
答
の
中
で
、
管
仲
が
封
騨
を
果
た
し
た
帝
王
た
ち
の
名
を
列
奉
し
た
後
、
「
皆
な
受
命
し
、
然
る
後
封
施
す
る
を
得
」
と
言
っ
た
の
と
封

(

汀

)

(

刊

日

)

(

円

)

陪
す
る
。
凶
は
且
ハ
睦
的
に
は
始
皇
帝
を
指
す
。
凶
は
、
「
受
命
」
し
た
が
天
下
の
支
配
に
は
至
ら
な
か
っ
た
周
の
丈
王
を
指
し
、
同
は
天
下
に

覇
を
唱
え
泰
山
一
帯
を
支
配
し
て
い
て
も
、
天
下
全
躍
に
行
き
渡
る
「
徳
」
を
持
た
な
か
っ
た
斉
の
桓
公
を
指
す
と
と
も
に
、
始
皇
帝
を
も
含

(
叩
)

ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
山
間
は
前
漢
成
立
以
降
、
特
に
文
帝
期
の
状
況
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

凶
は
「
符
瑞
」
の
出
現
が
封
樟
賓
施
に
直
結
す
る
こ
と
を
言
い
、
桓
公
と
管
仲
の
問
答
中
に
み
え
る
、
軍
事
的
功
績
よ
り
も
「
符
瑞
」
の
出

現
が
必
要
、
と
す
る
見
解
と
一
致
す
る
。
し
か
し
少
な
く
と
も
封
蹄
書
中
に
は
、
「
符
瑞
」
す
な
わ
ち
瑞
鮮
が
出
現
し
て
封
施
を
行
っ
た
過
去

(
む
)

の
具
瞳
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
か
ら
推
測
す
る
な
ら
ば
、
封
鵡
書
に
お
い
て
は
、
瑞
鮮
の
出
現
は
現
在
の
武
帝
の
治
世
に
特
有
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の
状
況
で
あ
り
、
過
去
の
諸
事
例
か
ら
武
帝
の
封
植
を
際
立
た
せ
る
意
固
を
も
っ
て
記
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
川
及
び
凶
に
関
連
す
る
同
書
の
後
丈
を
と
り
あ
げ
た
い
。

孔
子
、
六
載
を
論
述
し
、
惇
え
て
略
し
言
え
ら
く
、
姓
を
易
え
て
王
た
り
、
泰
山
に
封
し
梁
父
に
騨
す
る
者
七
十
飴
王
、
と
。
其
の
担
豆

の
種
章
ら
か
な
ら
ず
、
蓋
し
之
を
一
三
一
口
う
こ
と
難
し
。
或
る
ひ
と
柿
の
説
を
問
う
に
、
孔
子
日
く
、
知
ら
ず
、
精
の
説
を
知
る
、
其
れ
天
下

に
於
け
る
や
、
と
。
其
の
掌
を
覗
す
。
(
詩
に
)
云
え
ら
く
、
材
、
位
に
在
り
、
文
王
受
命
し
た
る
も
、
政
、
泰
山
に
及
ば
ず
。
武
王
殿

に
克
ち
て
二
年
、
天
下
未
だ
寧
ん
ぜ
ず
し
て
崩
ず
。
愛
こ
に
周
徳
治
き
は
維
れ
成
王
、
成
王
の
封
閥
、
則
ち
之
に
近
し
、
と
。

前
半
で
は
、
孔
子
が
先
に
あ
げ
た
管
仲
と
同
じ
封
間
停
説
を
語
り
、
山
と
関
連
す
る
。
こ
れ
が
孔
子
及
び
「
六
塞
」
に
仮
託
し
た
封
樟
の
正

(
幻
)

首
化
、
あ
る
い
は
権
威
の
付
輿
で
あ
る
こ
と
は
、
梁
玉
縄
が
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
「
或
る
ひ
と
」
以
下
、
「
其
の
掌
を
覗
す
」
ま
で
は

『
論
一
詰
』
八
街
篇
に
み
え
る
。
以
降
に
つ
い
て
は
解
程
が
分
か
れ
る
が
、
前
牛
と
同
じ
く
孔
子
に
仮
託
す
る
ね
ら
い
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

(
お
)

ぃ
。
つ
ま
り
、
孔
子
を
介
し
、
封
離
が
「
易
姓

(
U
受
命
)
」
の
王
た
ち
の
祭
儀
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
周
が
三
代
か
け
て
受
命
か
ら
封
樟
に
い
た



っ
た
こ
と
を
示
す
の
が
、
こ
の
部
分
の
主
旨
で
あ
る
。
「
漢
書
』
郊
記
志
で
は
こ
の
部
分
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

よ
り
踏
み
込
ん
で
解
稗
し
た
の
な
ら
ば
、
漢
に
お
け
る
高
祖
の
受
命
か
ら
武
帝
の
封
樟
に
至
る
時
差
を
、
周
に
お
け
る
丈
王
の
受
命
か
ら
成

王
の
封
租
に
至
る
聞
の
時
差
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
正
首
性
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
漢
が
封
韓
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
周
の
後
継

と
な
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
史
記
』
巻
一
一
一
一

O
太
史
公
自
序
に
、
「
日
疋
の
歳
、
天
子
始
め
て
漢
家
の
封
を
建
つ
」

(
包
)

と
あ
る
の
は
、
封
禅
を
、
歴
代
の
皇
帝
た
ち
を
含
む
「
漢
家
」
の
祭
儀
と
み
な
す
詮
左
で
あ
る
。
ま
た
先
の
序
等
に
お
い
て
、
始
皇
帝
の
封
樟

が
「
磨
」
や
「
徳
」
と
い
っ
た
瑞
鮮
の
出
現
と
闘
わ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
の
は
、
封
聞
を
介
し
た
周
王
朝
と
漢
王
朝

と
の
継
承
関
係
か
ら
秦
を
排
除
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
封
樟
書
の
封
樟
観
は
、
封
樟
丈
に
お
い
て
さ
ら
に
増
幅
さ
れ
て
い
る
。

第
二
節

封
縄
文
の
分
析

封
韓
丈
は
、
元
狩
五
年
(
前

(
お
)

一
八
)
に
病
死
し
た
司
馬
相
如
の
遺
丈
と
し
て
武
帝
に
献
上
さ
れ
た
。
全
瞳
の
構
成
は
、
天
地
開
聞
以
来
の
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諸
帝
王
に
は
じ
ま
り
、
周
の
美
貼
と
隆
盛
を
述
べ
、
そ
れ
を
上
回
る
漢
の
徳
と
隆
盛
を
述
べ
、
封
踏
を
勧
め
る
大
司
馬
の
言
葉
と
、
そ
れ
を
嘉

納
し
た
皇
帝
が
つ
く
っ
た
墳
を
記
す
、
と
い
う
順
序
に
な
っ
て
い
る
。
武
帝
封
輯
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
観
念
を
一
不
す
史
料
で
あ
る
た
め
、
全
丈

(
お
)

の
解
稗
を
提
示
す
べ
き
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
大
筋
の
解
稗
と
必
要
な
原
丈
の
一
部
を
あ
げ
る
に
止
め
た
い
。
ま
ず
、
周
の
隆
盛

を
讃
え
る
部
分
か
ら
み
て
い
く
。

丈
王
制
を
改
め
、
周
に
愛
て
部
い
に
隆
ん
に
、
大
行
越
に
成
る
。
而
し
て
後
陵
夷
衰
微
す
れ
ど
も
、
千
載
聾
無
く
、
山
豆
に
始
め
を
善
く
し

終
わ
り
を
善
く
せ
ざ
ら
ん
や
。
然
る
に
異
端
無
く
、
由
る
所
を
前
に
慣
し
み
、
遺
教
を
後
に
謹
し
む
の
み
。
故
に
軌
亦
一
夷
易
に
し
て
遵
い

易
き
な
り
。
湛
恩
濠
涌
に
し
て
豊
か
に
な
り
易
き
な
り
。
憲
度
著
明
に
し
て
則
り
易
き
な
り
。
垂
統
理
順
に
し
て
継
ぎ
易
き
な
り
。
日
疋
を

以
て
業
繊
栴
に
隆
ん
に
し
て
、
而
し
て
崇
二
后
に
冠
た
り
。
阪
の
元
む
る
所
を
授
り
、
卒
、
つ
る
依
に
終
む
る
に
、
未
だ
殊
尤
絶
遮
の
今
ま
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に
考
う
可
き
者
有
ら
ざ
る
な
り
。
然
る
に
猶
お
梁
父
を
踊
み
、
泰
山
に
登
り
、
額
競
を
建
て
、
尊
名
を
施
す
。
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丈
王
が
「
改
制
」
を
行
い
、
そ
の
後
千
年
讃
え
ら
れ
る
周
の
基
を
立
て
、
そ
の
教
え
や
制
度
、
恩
懐
を
引
き
継
い
だ
成
王
(
「
繍
株
」
)
の
時

に
隆
盛
を
迎
え
、
現
在
の
漢
に
隔
絶
し
た
事
績
は
見
首
た
ら
な
い
も
の
の
、
そ
れ
で
も
封
粧
を
行
っ
た
、
と
い
う
の
が
大
意
で
あ
る
。
こ
の
後
、

現
在
の
漢
の
隆
盛
が
、
恩
徳
の
充
溢
や
瑞
鮮
の
出
現
を
連
ね
る
形
式
で
述
べ
ら
れ
、
そ
の
末
尾
に
再
び
封
樟
に
閲
す
る
表
現
が
み
え
る
。

ふ
ね

欽
な
る
か
な
、
符
瑞
惑
に
藻
り
、
猫
お
以
て
薄
き
と
篇
し
、
敢
え
て
封
禅
を
道
わ
ず
。
蓋
し
周
躍
魚
の
杭
に
蹟
つ
る
や
、
之
を
休
し
以
て

僚
す
。
微
夫
斯
く
之
れ
符
と
質
す
や
、
以
て
介
正
に
登
る
、
亦
た
恵
じ
ざ
ら
ん
や
。

「
介
正
に
登
る
」
と
は
、
封
禅
の
奉
行
を
意
味
す
る
。
周
は
白
魚
が
舟
に
飛
び
込
ん
で
き
た
よ
う
な
小
さ
な
瑞
鮮
を
受
け
て
封
曜
を
行
っ
た

の
に
封
し
、
漢
は
そ
れ
を
は
る
か
に
上
回
る
「
符
瑞
」
が
出
現
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
謙
譲
し
て
封
輯
に
至
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
の

(
幻
)

が
大
意
で
あ
る
。

以
上
の
内
容
か
ら
讃
み
取
れ
る
の
は
、
漢
の
封
聞
の
必
然
性
を
、
周
の
封
鵡
奉
行
時
の
朕
況
と
の
比
較
か
ら
導
き
出
し
、
か
つ
丈
王
以
来
纏
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承
さ
れ
た
優
れ
た
制
度
(
「
憲
度
」
)
や
教
え
(
「
遺
品
以
」
)
に
よ
っ
て
讃
え
ら
れ
て
き
た
周
を
も
凌
駕
し
超
克
す
る
漢
王
朝
の
姿
を
提
示
し
よ
う
と

す
る
意
固
で
あ
る
。
ま
た
周
の
制
度
と
い
う
貼
に
着
目
し
た
場
合
、
大
司
馬
が
皇
帝
に
封
切
牌
の
完
遂
を
求
め
た
後
に
護
す
る
言
葉
が
重
要
と
な

っ
て
く
る
。

而
し
て
後
、
薦
紳
先
生
の
略
術
を
因
雑
し
、
日
月
の
末
光
絶
炎
を
曜
か
し
、
以
て
宋
を
展
べ
事
を
錯
く
を
獲
し
め
、
猶
お
乗
ね
て
其
の
義

を
正
列
し
、
厩
の
丈
を
校
前
し
、
春
秋
一
義
を
作
ら
ば
、
持
た
奮
六
を
襲
、
ぎ
て
七
と
馬
し
、
之
を
無
窮
に
擦
べ
、
高
世
を
し
て
清
流
を
激

し
、
微
波
を
揚
げ
、
英
聾
を
蛮
し
、
茂
(
貫
を
騰
ぐ
る
を
得
し
め
ん
。

大
司
馬
は
、
封
曜
と
い
う
帝
王
の
大
事
業
を
終
え
た
後
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
や
皐
術
を
結
集
し
、
六
経
に
次
い
で
七
番
目
と
な
る
よ
う
な
封
間

の
記
録
を
作
っ
て
永
遠
に
惇
え
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
「
春
秋
」
に
類
す
る
、
七
番
目
の
「
経
」
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
、

お
そ
ら
く
封

相
儀
瞳
そ
の
も
の
を
記
録
す
る
の
み
に
止
ま
ら
な
い
。
先
の
周
に
関
す
る
記
述
を
参
照
す
れ
ば
、
封
叩
帽
を
核
と
し
た
漢
王
朝
の
歩
み
と
統
治
の

(
お
)

あ
り
方
を
集
大
成
し
、
新
た
な
「
経
」
と
し
て
後
世
に
示
す
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



こ
こ
に
お
い
て
、
前
章
で
論
じ
た
、
漢
制
の
創
出
と
漢
王
朝
の
支
配
瞳
制
の
確
立
と
を
象
徴
す
る
事
業
と
い
う
丈
帝
以
来
の
封
曜
の
意
義
と
、

奉
行
の
昔
時
に
構
想
さ
れ
て
い
た
封
騨
の
意
義
と
が
連
結
可
能
と
な
る
。
建
園
以
来
の
年
月
の
中
で
、
秦
制
や
、
六
一
経
に
惇
わ
る
五
帝
三
代
の

統
治
制
度
等
を
含
み
込
み
つ
つ
、
郡
と
圃
の
並
立
等
濁
自
の
朕
況
を
踏
ま
え
て
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
き
た
漢
制
が
こ
こ
に
完
成
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
上
古
に
並
ぶ
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
勝
る
盛
世
が
現
出
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
確
信
を
、
王
朝
機
構
全
躍
で
共
有
し
可
嗣
的
に
顕
示
す
る
の

(
却
)

が
、
封
調
と
い
う
盛
儀
の
畢
行
に
付
輿
さ
れ
た
意
義
で
あ
る
。

封
縄
文
に
は
、
武
帝
と
そ
の
治
世
と
を
過
剰
に
賛
美
す
る
き
ら
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
描
か
れ
る
封
樟
観
が
、
抑
制
的
な
筆
致
で

記
さ
れ
た
封
樟
書
の
そ
れ
と
共
通
す
る
こ
と
、
ま
た
丈
帝
期
以
来
封
樟
に
輿
え
ら
れ
て
き
た
意
義
に
も
連
な
る
こ
と
が
、
以
上
の
検
討
に
よ
り

判
明
し
た
。
武
帝
を
戴
く
王
朝
機
構
の
大
半
が
捧
持
し
て
い
た
意
識
と
み
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

信
用
二
一
立
早

封
騨
儀
哩
の
構
造
と
そ
の
意
義
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第
一
節

封
樟
儀
穫
の
策
定
過
程

儀
曜
の
準
備
過
程
に
つ
い
て
、
封
騨
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

賓
鼎
を
得
て
白
り
、
上
、
公
卿
諸
生
と
封
禅
を
議
す
。
封
曜
の
用
う
る
こ
と
希
れ
に
し
て
、
蹟
絶
し
て
其
の
儀
曜
を
知
る
莫
し
。
而
し
て

群
儒
、
封
樟
を
尚
書
・
周
官
・
王
制
の
望
把
・
射
牛
の
事
に
宋
る
山
。
歳
月
人
丁
公
、
年
九
十
絵
、
日
く
、
封
樟
な
る
者
、
死
せ
ざ
る
合
き

(
初
)

の
名
な
り
、
秦
の
皇
帝
、
上
り
て
封
ず
る
を
得
ず
。
陛
下
必
ず
上
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
、
梢
く
上
り
、
即
ち
風
雨
無
け
れ
ば
、
遂
に
上
り
て

封
じ
よ
、
と
倒
。
上
、
是
に
於
て
乃
ち
諸
儒
を
し
て
射
牛
を
習
い
、
封
曜
の
儀
を
草
せ
し
む
刷
。
数
年
、
且
に
行
わ
ん
と
す
る
に
至
り
、

天
子
玩
に
公
孫
卿
及
ぴ
方
士
の
黄
帝
以
上
、
封
蹄
皆
な
怪
物
を
致
し
一
紳
と
通
ず
と
言
え
る
を
聞
き
、
黄
帝
以
上
に
放
い
、
一
紳
悟
の
人
・
蓬
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莱
の
士
に
接
し
、
世
に
高
く
し
て
惇
を
九
皇
に
比
え
、
而
し
て
頗
る
儒
術
を
宋
り
て
以
て
之
を
丈
ら
ん
と
欲
す
凶
。
群
儒
鼠
巳
に
し
て
封
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植
の
事
を
静
明
す
る
能
わ
ず
、
又
た
詩
書
古
文
に
牽
拘
し
て
敢
え
て
鰐
べ
ず
。
上
、
封
離
の
嗣
器
を
矯
り
群
儒
に
示
す
。
群
儒
或
い
は
日

く
、
古
え
と
同
じ
か
ら
ず
、
と
。
徐
僅
又
た
日
く
、
太
常
の
諸
生
瞳
を
行
う
に
、
魯
の
善
し
き
に
如
か
ず
、
と
。
周
覇
、
属
た
ま
封
踏
の

事
を
固
く
。
是
に
於
て
上
、
僅
・
覇
を
組
け
、
蓋
く
諸
儒
を
罷
め
て
用
い
ず
問
。

封
梢
暴
行
に
向
け
た
準
備
は
、
元
鼎
四
年
(
前
一
一
一
一
一
)
の
賓
鼎
の
出
現
を
直
接
的
契
機
と
し
て
始
動
し
た
。
ま
ず
こ
こ
に
交
互
に
記
さ
れ

て
い
る
儒
者
の
動
き
(
山
・
叩
・
川
)
と
方
士
の
動
き
(
叩
・
凶
)
と
を
そ
れ
ぞ
れ
整
理
し
て
い
き
た
い
。

武
帝
が
封
樟
の
儀
曜
策
定
を
託
し
た
の
は
儒
者
で
あ
っ
た
。
儒
者
は
、
『
尚
書
』
、
『
周
官
』
及
び
文
帝
期
に
六
経
よ
り
編
纂
さ
れ
た

に
記
さ
れ
る
「
望
杷
」
「
射
牛
」
を
封
樟
の
祭
儀
に
採
用
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
(
川
)
。
武
帝
は
こ
の
う
ち
「
射
牛
」
を
採
用
し
、
儒
者
た
ち

(
氾
)

に
演
習
さ
せ
た
(
凶
)

0

『
王
制
」

こ
う
し
て
儀
曜
の
一
部
は
確
定
し
た
が
、
儒
者
た
ち
は
依
然
と
し
て
封
粧
の
明
確
な
具
瞳
像
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
詩
書
古
丈
」

よ
り
逸
脱
す
る
こ
と
に
慎
重
で
あ
っ
た
。
そ
の
迂
遠
な
態
度
に
苛
立
っ
て
い
た
武
帝
の
不
満
は
、
儀
曜
に
用
い
る
器
物
の
作
成
に
入
っ
た
段
階

で
爆
護
し
、
多
く
の
儒
者
が
退
け
ら
れ
る
事
態
と
な
っ
た
(
尚
一
。

方
士
の
動
向
を
み
る
際
、
方
士
が
儒
者
に
代
わ
っ
て
儀
曜
の
策
定
や
器
物
の
作
成
を
行
っ
た
の
で
は
な
い
貼
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
方

士
た
ち
の
言
葉
を
み
て
い
く
と
、
ま
ず
凶
の
丁
公
は
黄
帝
を
例
と
し
て
、
封
禅
に
「
不
死
」
と
い
う
放
能
が
あ
る
こ
と
を
言
う
。
ま
た
凶
の
公

や
は
り
黄
帝
を
例
と
し
て
、
封
樟
と
は
紳
々
と
の
交
舎
の
場
で
あ
る
と
言
う
。
封
樟

孫
卿
は
雲
陽
の
甘
泉
泰
時
創
設
に
関
わ
っ
た
方
士
だ
が
、

を
通
じ
て
神
々
と
交
合
す
る
こ
と
白
躍
は
、
封
曜
が
祭
杷
で
あ
る
か
ら
に
は
首
然
と
い
え
る
。
後
に
あ
げ
る
儒
者
児
寛
の
上
奏
中
に
み
え
る

「
一
肺
明
に
接
す
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
公
孫
卿
の
言
葉
と
同
義
で
あ
る
。

黄
帝
は
、
登
仙
を
果
た
し
た
先
達
と
し
て
方
士
の
言
説
に
登
場
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
め
に
黄
帝
を
理
想
と
す
る
こ
と
が
た
だ
ち
に
登

仙
す
る
こ
と
に
誼
み
替
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
黄
帝
は
、
「
史
記
」
巻
一
五
帝
本
紀
に
一
不
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
五
帝
三
王
」
の
筆

頭
で
あ
り
、
中
華
世
界
の
創
始
者
た
る
偉
大
な
帝
王
と
さ
れ
、

か
つ
土
語
の
め
ぐ
り
に
お
い
て
漢
の
前
身
に
嘗
た
る
性
質
を
粂
ね
備
え
て
い
た

38 



こ
と
を
、
黄
帝
が
理
想
と
さ
れ
た
背
景
と
し
て
閑
却
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
史
料
を
分
析
す
る
限
り
、
方
士
は
、
す
で
に
賓
施
が
決
定
さ
れ
て
い
た
封
騨
に
封
し
、
黄
帝
の
「
前
例
」
や
、
「
不
死
」
獲
得
の
手
段

に
な
り
得
る
と
い
う
新
た
な
意
義
を
附
加
的
に
提
示
し
た
が
、
儀
曜
の
具
瞳
的
内
容
や
器
物
の
作
成
に
関
わ
っ
た
痕
跡
は
み
ら
れ
な
い
、
と
い

(
日
)

え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
節
で
行
う
封
樟
儀
穫
の
分
析
に
よ
っ
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
な
儒
者
主
瞳
の
準
備
や
方
士
の
提
案
を
受
け
、
最
終
的
に
儀
躍
を
決
定
し
た
の
は
武
帝
自
身
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
の

漢

書
』
巻
五
八
児
寛
停
に
記
さ
れ
て
い
る
。

寛
、
釘
え
て
日
く
、
陛
下
婦
ら
聖
徳
を
護
し
、
群
元
を
統
楕
し
、
天
地
を
宗
祖
し
、
百
一
利
に
薦
植
す
。
精
神
郷
、
つ
所
、
徴
兆
必
ず
報
え
、

天
地
並
び
に
磨
じ
、
符
瑞
昭
明
た
り
。
其
れ
泰
山
に
封
じ
、
梁
父
に
樟
し
、
姓
を
昭
ら
か
に
し
瑞
を
考
う
る
は
、
帝
王
の
盛
節
な
り
。
然

れ
ど
も
享
薦
の
義
、
経
に
著
ら
か
な
ら
ず
。
以
渇
く
、
封
蹄
成
を
告
し
、
天
地
神
祇
に
合
怯
し
、
祇
戒
精
直
守
し
て
以
て
神
明
に
接
し
、
百

る
所
に
非
ず
。
今
ま
将
に
大
事
を
奉
げ
ん
と
す
る
に
、
優
擬
す
る
こ
と
数
年
、
群
臣
を
し
て
人
ご
と
に
自
ら
霊
く
す
を
得
し
む
る
も
、
終
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官
の
職
を
総
べ
、
各
お
の
事
宜
に
稽
い
て
之
が
節
丈
を
話
す
、
と
。
唯
だ
聖
主
の
由
る
所
の
み
、
其
の
首
を
制
定
し
、
群
臣
の
能
く
列
ぬ

に
能
く
成
す
莫
し
。
唯
だ
天
子
の
み
、
中
和
の
極
を
建
て
、
候
貫
を
粂
総
し
、
金
撃
に
し
て
之
を
玉
振
し
、
以
て
順
い
て
天
慶
を
成
し
、

高
世
の
基
を
垂
る
、
と
。
上
之
を
然
り
と
し
、
乃
ち
自
ら
儀
を
制
し
、
儒
術
を
采
り
て
以
て
罵
を
丈
る
。

こ
こ
で
児
寛
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
封
調
の
儀
穫
を
確
定
し
得
る
の
は
武
帝
の
み
、
と
い
う
酷
で
あ
る
。
儀
曜
の
策
定
を
群
臣
に
託
し
た

ま
ま
徒
ら
に
時
間
が
過
ぎ
る
現
肢
を
打
開
す
る
た
め
、
武
帝
の
も
つ
最
高
決
定
権
を
説
明
す
る
形
で
、
群
臣
が
圭
出
力
し
て
考
案
し
た
中
か
ら
栂

合
的
に
儀
植
を
確
定
す
る
よ
う
勧
め
る
の
が
、
こ
の
上
奏
の
主
旨
で
あ
る
。
こ
れ
に
背
中
を
押
さ
れ
る
形
で
武
帝
が
確
定
し
た
儀
櫨
次
第
は
、

見
寛
の
勘
め
通
り
に
柚
総
合
的
、

つ
ま
り
複
数
の
要
素
を
含
ん
だ
構
成
と
な
っ
た
。

561 



562 

第
二
節

第
一
回
封
鵡
の
儀
稽
次
第

元
封
元
年
冬
の
北
方
巡
幸
よ
り
蹄
還
し
た
武
帝
は
、
春
に
東
に
向
け
て
出
護
し
、
「
西
巌
」
華
山
、
「
中
獄
」
太
室
山
を
経
て
泰
山
に
到
着
し
、

山
頂
に
石
を
立
て
さ
せ
た
後
、
さ
ら
に
東
進
し
て
山
東
牛
島
に
貼
在
す
る
「
斉
の
八
一
珊
」
を
巡
祭
し
て
か
ら
四
月
に
泰
山
に
戻
り
、
封
切
砕
を
奉

行
し
た
。乙

卯
、
侍
中
・
儒
者
を
し
て
皮
弁
薦
紳
せ
し
め
、
射
牛
し
て
事
を
行
い
川
、
泰
山
の
下
の
東
方
に
封
ず
る
こ
と
、
太
一
を
郊
一
刑
す
る
の
曜

の
如
く
す
凶
。
封
、
虞
さ
丈
二
尺
、
高
さ
九
尺
、
其
の
下
則
ち
玉
牒
の
書
有
り
、
童
日
一
服
す
。
櫨
畢
わ
り
、
一
大
子
濁
り
侍
中
・
奉
車
の
子
侯

と
泰
山
に
上
り
、
亦
た
封
ず
る
こ
と
有
り
。
其
の
事
皆
な
禁
ず
問
。
明
日
、
陰
遁
よ
り
下
る
。
丙
辰
、
泰
山
の
下
祉
、
東
北
の
粛
然
山
に

聞
す
る
こ
と
、
后
土
を
祭
る
の
穫
の
如
く
す
凶
。
天
子
皆
な
親
ら
拝
見
す
。
衣
は
黄
を
上
び
、
而
し
て
壷
く
梁
を
用
、
っ
。
江
准
の
聞
の
一

茅
三
脊
も
て
榊
籍
を
矯
り
、
五
色
の
土
、
盆
し
て
封
に
雑
え
、
遠
方
の
奇
獣
蛮
禽
及
び
白
雑
諸
物
を
縦
ち
、
頗
る
以
て
植
を
加
、
っ
。
児

(
組
)

牛
・
犀
象
の
属
用
い
ず
。
皆
な
泰
山
に
至
り
、
后
土
を
祭
る
。
封
樟
の
洞
、
其
の
夜
、
光
有
る
が
若
く
、
書
、
白
雲
の
封
中
よ
り
起
こ
る

こ
と
有
り
。
天
子
樟
従
り
還
り
、
明
堂
に
坐
し
、
群
臣
更
ご
も
書
を
上
る
問
。
(
封
棺
書
)

こ
こ
か
ら
儀
曜
の
み
を
抽
出
し
、
次
第
を
復
元
す
る
と
、
川
「
射
牛
」
、
凶
山
下
の
「
封
」
、
川
山
上
の
「
封
」
、
凶
謂
然
山
の
「
梢
」
、
同
明
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堂
の
「
上
書
」
、
の
五
段
階
と
な
る
。

ま
ず
川
は
先
に
み
た
よ
う
に
、
数
年
前
よ
り
儒
者
が
準
備
し
て
い
た
儀
穫
で
あ
る
。
凶
は
、
「
封
」
と
い
う
封
禅
濁
自
の
設
備
を
用
い
て
い

る
が
、
儀
礎
そ
の
も
の
は
甘
泉
泰
時
に
お
け
る
太
一
郊
記
の
援
用
で
あ
る
。
叩
は
山
頂
に
登
っ
て
少
人
数
で
行
わ
れ
た
貼
が
凶
と
異
な
り
、
一
脚

(
お
)

仙
術
的
儀
曜
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
凶
は
「
封
」
と
封
に
な
る
「
繭
」
の
儀
躍
だ
が
、
「
封
」
は
「
天
」
の
祭
杷
に
相
官
し
て
甘
泉
泰
時

の
儀
植
を
用
い
、
「
叩
牌
」
は
「
地
」
の
祭
記
に
相
首
し
て
河
東
后
土
嗣
の
儀
瞳
を
用
い
る
、
と
い
う
封
比
関
係
が
あ
る
。
聞
は
、
封
鵡
完
遂
の

祝
賀
的
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
昔
時
あ
ま
り
見
栄
え
の
す
る
建
物
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
明
堂
」
を
わ
ざ
わ
ざ
使
用
し



た
貼
に
、
封
間
(
貫
施
に
際
し
て
の
武
帝
の
儒
術
や
周
王
朝
に
封
す
る
音
山
識
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
次
第
を
ふ
ま
え
、
先
行
す
る
始
皇
帝
の
封
騨
と
比
較
し
て
み
る
と
、
武
帝
の
封
騨
が
始
皇
帝
の
そ
れ
を
組
型
と
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

遂
に
車
道
を
除
し
、
上
り
て
泰
山
の
陽
自
り
頂
に
至
り
、
石
を
立
て
秦
の
始
皇
帝
の
徳
を
頃
し
、
其
の
封
ず
る
を
得
た
る
を
明
ら
か
に
す

る
な
り
。
陰
遁
従
り
下
り
て
梁
父
に
施
す
。
其
の
穫
、
頗
る
太
蹴
の
棄
の
上
帝
を
杷
る
に
用
い
る
所
を
禾
り
、
而
し
て
封
戴
皆
な
之
を
融

し
、
世
得
て
記
せ
ざ
る
な
り
。
(
封
鵡
書
)

ま
ず
立
石
に
つ
い
て
、
武
帝
が
立
石
と
い
う
重
要
な
は
ず
の
行
事
を
封
踏
の
儀
種
本
瞳
か
ら
切
り
離
し
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
次
に
、
始

皇
帝
と
武
帝
の
泰
山
昇
降
ル

l
ト
は
同
じ
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
始
皇
帝
が
封
鵡
に
用
い
た
棄
の
上
帝
祭
杷
の
祭
儀
は
、
停
統
と
し

て
漢
に
継
承
さ
れ
、
漢
の
薙
五
時
、
河
東
后
土
嗣
、
甘
泉
泰
時
と
い
っ
た
全
て
の
郊
記
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ
、

(
お
)

あ
る
「
封
」
の
祭
儀
と
も
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
武
帝
封
曜
の
中
核
で

以
上
の
分
析
に
よ
っ
て
判
明
し
た
諸
貼
を
ま
と
め
る
と
、
武
帝
の
封
聞
は
、
次
第
の
わ
か
る
唯
一
の
前
例
で
あ
る
始
皇
帝
の
封
鵡
を
範
に
と

41 

り
、
ま
た
嘗
時
に
存
在
し
て
い
た
ほ
ほ
唯
一
と
い
え
る
皇
帝
親
祭
の
儀
曜
、
秦
よ
り
継
承
し
た
祭
儀
を
中
核
と
し
て
、
儒
家
的
な
儀
植
を
附
加

す
る
形
に
編
成
さ
れ
て
い
た
。
山
頂
で
の
「
封
」
が
方
術
的
な
祭
儀
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
儀
穫
を
構
成
す
る
要
素
の
一
つ
に
止
ま
る
。

武
帝
は
、
も
て
る
限
り
の
素
材
、
す
な
わ
ち
惇
統
的
祭
杷
の
様
式
、
儒
術
あ
る
い
は
方
術
を
全
て
盛
り
込
む
形
で
、
「
封
騨
」
と
い
う
未
知
に

し
て
無
形
の
祭
儀
に
形
を
輿
え
、
創
出
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
漠
王
朝
が
宿
願
と
し
て
き
た
、
統
治
の
完
成
と
確
立
と
を
象
徴
す
る
封
鵡
は
完
遂
さ
れ
た
。
次
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

そ
の
封
樟
が
な
ぜ
周
期
的
に
繰
り
返
さ
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
手
が
か
り
は
、
泰
山
下
に
設
置
さ
れ
た
明
堂
に
お
け
る
行
事
に

あ
る
。
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第
三
節

奈"、
山

下

明
λu，. 
主ι

第
一
節
で
み
た
封
騨
儀
瞳
策
定
の
過
程
に
お
い
て
、
儒
者
は
封
騨
の
祭
儀
と
し
て
経
書
中
の
「
望
杷
」
や
「
射
牛
」
を
用
い
る
案
を
出
し
、

そ
の
う
ち
後
者
だ
け
が
採
用
さ
れ
た
。
前
者
は
、
現
行
『
曜
記
」
王
制
篇
に
「
歳
の
二
月
、
東
の
か
た
巡
守
し
、
岱
宗
に
至
り
、
柴
し
て
山
川

(
釘
)

を
望
記
す
」
と
あ
る
中
に
み
え
る
山
川
祭
杷
の
様
式
を
指
す
と
と
も
に
、
「
向
室
田
』
舜
典
の
四
岳
巡
狩
が
原
典
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、

封
樟
の
計
書
一
首
初
よ
り
す
で
に
、
舜
の
巡
狩
に
お
け
る
泰
山
祭
叩
と
封
樟
と
を
同
一
覗
す
る
見
解
が
存
在
し
て
い
た
、
と
い
え
る
。
『
尚
書
』

の
四
岳
巡
狩
の
末
尾
に
み
え
る
「
五
載
一
、
巡
守
」
と
い
う
語
は
、
次
の
封
樟
完
遂
後
の
詔
に
轄
用
さ
れ
て
い
る
。

古
者
、
天
子
五
載
に
一
た
び
巡
狩
し
、
泰
山
に
用
事
す
。
諸
侯
、
朝
宿
地
有
り
。
其
れ
諸
侯
を
し
て
各
お
の
邸
を
泰
山
の
下
に
治
め
し
め

よ
。
(
封
樟
書
)
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こ
の
詔
の
後
宇
、
泰
山
に
諸
侯
の
逗
留
施
設
を
作
ら
せ
る
根
擦
と
な
っ
た
の
は
、
『
春
秋
公
羊
惇
』
隠
公
八
年
の
次
の
記
述
で
あ
る
。

三
月
、
鄭
伯
宛
を
し
て
部
に
来
蹄
せ
し
む
。
宛
と
は
何
ぞ
や
。
鄭
の
微
し
き
者
な
り
。
部
と
は
何
ぞ
や
。
鄭
の
湯
川
体
の
邑
な
り
。
天
子
泰

山
に
有
事
す
る
や
、
諸
侯
皆
な
泰
山
の
下
に
従
う
。
諸
侯
皆
な
湯
川
亦
の
口
巴
有
り
。

『
尚
書
』
と

『
公
羊
惇
』
と
を
併
せ
用
い
た
封
鵡
直
後
の
詔
の
企
固
す
る
と
こ
ろ
は
、
『
向
童
日
』
に
み
え
る
舜
が
五
年
周
期
で
「
四
岳
」
な

い
し
四
方
を
巡
り
、
そ
の
方
面
の
山
岳
祭
杷
を
行
い
諸
侯
と
舎
し
た
「
巡
狩
」
の
故
事
の
う
ち
、
東
方
泰
山
を
舞
蓋
と
し
た
部
分
を
封
樟
と
同

一
化
し
、

さ
ら
に
『
公
羊
惇
』
に
い
う
周
の
天
子
に
よ
る
泰
山
祭
杷
に
諸
侯
が
従
っ
た
故
事
と
融
合
さ
せ
、
五
年
周
期
の
泰
山
封
曜
に
諸
侯
を

召
集
す
る
濁
創
的
な
制
度
を
整
備
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

こ
の
制
度
の
核
は
二
つ
あ
る
。

(
お
)

る
。
二
つ
目
は
諸
侯
と
の
曾
見
で
あ
り
、
そ
の
施
設
と
し
て
の
明
堂
の
建
設
が
、
武
帝
即
位
以
来
約
三
十
年
を
経
て
賓
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

一
つ
は
泰
山
に
お
け
る
祭
記
、
す
な
わ
ち
封
調
粋
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
設
備
及
び
儀
穫
は
す
で
に
揃
っ
て
い

第
一
回
封
樟
の
際
に
使
用
し
た
古
明
堂
祉
は
、
新
た
な
制
度
の
中
核
的
施
設
と
し
て
使
用
す
る
に
耐
え
る
も
の
で
は
な
く
、
翌
元
封
二
年
に



(
鈎
)

奉
高
際
に
新
た
な
明
堂
が
建
設
さ
れ
た
。
封
暗
室
田
に
は
そ
の
構
造
と
そ
こ
で
行
わ
れ
た
儀
躍
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

済
南
の
人
公
玉
帯
、
黄
帝
の
時
の
明
堂
園
を
上
る
。
明
堂
園
中
、

一
殿
有
り
、
四
面
壁
無
く
、
茅
を
以
て
蓋
い
、
水
を
通
じ
て
宮
垣
に
園

ら
せ
、
複
遁
を
矯
り
、
上
に
棲
有
り
、
西
南
従
り
入
り
、
命
づ
け
て
日
比
命
と
目
、
っ
。
天
子
之
れ
従
り
入
り
、
以
て
上
帝
を
菩
嗣
す
。
是
に

於
て
上
、
奉
高
を
し
て
明
堂
を
決
上
に
作
ら
し
む
る
に
、
帯
の
圃
の
如
く
す
山
。
五
年
に
及
び
封
を
修
む
れ
ば
、
則
ち
太
一
・
五
帝
を
明

堂
の
上
坐
に
桐
り
、
高
皇
帝
の
一
刷
坐
を
し
て
之
に
封
せ
し
め
、
后
土
を
下
房
に
桐
る
に
二
十
太
牢
を
以
て
す
。
天
子
、
日
比
命
遁
従
り
入
り
、

始
め
て
明
堂
に
拝
す
る
こ
と
郊
の
穫
の
如
く
す
。
稽
畢
わ
り
、
堂
下
に
僚
す
凶
。
而
し
て
上
、
又
た
泰
山
に
上
り
、
自
ら
其
の
巌
に
融
嗣

す
る
こ
と
有
り
。
而
し
て
泰
山
の
下
に
五
帝
を
一
刷
る
に
、
各
お
の
其
の
方
の
如
く
す
。
黄
帝
は
赤
帝
に
井
せ
、
而
し
て
有
司
、
耐
に
侍
す
。

山
上
火
を
畢
、
げ
、
下
悉
く
之
に
磨
ず
矧
。

こ
の
記
遮
は
大
き
く
山
・
凶
・
凶
の
部
分
に
分
か
れ
、
川
は
明
堂
の
構
造
、
凶
は
第
二
回
以
降
の
封
蹄
と
併
せ
て
明
堂
で
行
わ
れ
た
祭
儀
、

川
は
明
堂
に
お
け
る
祭
儀
を
終
え
た
後
に
績
く
祭
儀
を
記
す
。

先
に
同
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
こ
の
部
分
に
は
山
頂
に
お
け
る
「
封
」
の
祭
儀
に
際
し
て
、
山
下
に
五
行
の
五
帝
を
配
置
し
て
有
司
が
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祭
記
を
行
い
、
泰
山
の
上
と
下
と
で
火
を
介
し
て
呼
一
除
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
泰
山
そ
の
も
の
を
天
な
い
し
上
帝
を
配
る
祭
壇

に
見
立
て
た
行
事
で
あ
り
、
太
一
壇
を
五
帝
壇
が
園
緯
す
る
甘
泉
泰
時
の
構
造
と
類
似
す
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
封
鵡
と
郊
杷
と

は
い
く
つ
か
の
局
面
で
重
な
り
合
い
、
ま
た
川
・
凶
の
明
堂
と
そ
の
祭
儀
に
も
共
通
し
て
い
く
。

川
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
の
は
、
こ
の
明
堂
が
上
帝
の
祭
杷
を
行
う
た
め
の
施
設
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
水
に
よ
っ
て
圃
緯
さ
れ
た
上
帝
把

(
判
)

場
と
い
う
貼
で
は
、
文
帝
の
「
謂
陽
五
帝
廟
」
と
一
致
す
る
。
ま
た
一
神
々
の
世
界
に
通
じ
る
聖
山
「
日
比
命
」
の
意
匠
が
含
ま
れ
て
い
る
貼
は
、

(
叫
)

甘
泉
泰
時
と
一
致
す
る
。
従
っ
て
こ
の
明
堂
は
、
公
玉
帯
と
い
う
方
士
と
思
し
き
一
個
人
の
献
上
し
た
固
に
援
つ
て
は
い
る
が
、
漢
王
朝
に
お

(
位
)

い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
上
帝
杷
場
の
系
譜
上
に
あ
る
と
い
え
る
。

凶
に
よ
れ
ば
、
甘
泉
泰
時
に
お
け
る
上
帝
た
る
太
一
と
、
秦
以
来
停
統
の
上
帝
記
場
濯
で
記
ら
れ
て
い
る
五
行
の
五
帝
、
及
び
河
東
后
土
嗣

戸4ミ戸υoυ 
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で
把
ら
れ
る
「
地
」
の
后
土
、

さ
ら
に
は
高
祖
が
、
明
堂
に
お
け
る
祭
杷
の
釘
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
首
時
、
園
家
祭
杷
の
頂
貼
に
首

た
る
郊
記
と
宗
廟
に
お
い
て
祭
記
封
象
と
な
っ
て
い
た
、
漢
王
朝
に
お
け
る
最
高
神
格
た
ち
で
あ
る
。
本
来
は
固
有
の
記
場
を
持
ち
そ
れ
ぞ
れ

に
祭
杷
を
受
け
て
い
る
そ
れ
ら
の
神
格
が
、
全
て
こ
こ
泰
山
の
明
堂
に
集
め
ら
れ
、
改
め
て
祭
杷
を
受
け
る
理
由
は
何
か
。
元
封
五
年
三
月
、

南
方
巡
幸
を
経
て
泰
山
に
至
り
、
畢
行
さ
れ
た
第
二
回
封
鵡
を
惇
え
る
武
帝
紀
の
記
事
に
、
そ
れ
を
考
え
る
手
が
か
り
が
あ
る
。

三
月
、
還
り
て
泰
山
に
至
り
、
増
封
す
。
甲
子
、
高
租
を
明
堂
に
嗣
り
、
以
て
上
帝
に
配
す
。
因
り
て
諸
侯
王
・
列
侯
に
朝
し
、
郡
園
の

計
を
受
く
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
泰
山
封
閥
、
明
堂
に
お
け
る
祭
杷
に
績
き
、
通
常
は
歳
首
に
都
で
行
わ
れ
る
諸
侯
と
の
朝
合
目
と
郡
園
上
計
と
が
そ
の
場
で

行
わ
れ
た
。
そ
の
舞
蓋
は
明
堂
と
み
て
ほ
ほ
間
違
い
な
い
。
明
堂
に
お
け
る
祭
杷
が
、
「
二
十
太
牢
」
と
い
う
多
大
な
数
の
供
具
を
用
い
る
盛

大
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
た
場
合
、
諸
侯
や
上
計
吏
の
参
加
が
想
定
し
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
中
央
か
ら
地
方
ま
で
、
王
朝
機
構
に
属
す
る
多
く
の
人
聞
が
泰
山
に
集
い
、
王
朝
の
奉
じ
る
最
高
一
珊
格
群
を
、
皇
帝
の
も
と
で
と
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も
に
杷
る
の
が
、
明
堂
に
お
け
る
祭
儀
の
賓
態
で
あ
る
。
そ
れ
が
都
長
安
で
は
な
く
東
方
の
泰
山
で
行
わ
れ
た
貼
に
は
、
重
大
な
政
治
的
意
味

が
あ
る
。

漢
王
朝
は
成
立
首
初
、
皇
帝
と
諸
侯
王
と
の
連
合
園
家
的
な
様
相
を
呈
し
、
皇
帝
の
直
轄
領
が
西
方
に
位
置
す
る
の
に
封
し
、
東
方
は
ほ
ぼ

諸
侯
王
が
領
有
し
、
戦
園
七
雄
並
立
期
に
固
持
し
た
朕
態
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
現
在
周
知
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
呉
楚
七
圃
の
乱
を
轄
換
貼
と

し
て
、
皇
帝
に
よ
る
二
冗
的
支
配
瞳
制
が
形
成
さ
れ
て
い
く
流
れ
が
封
樟
の
背
景
に
あ
る
こ
と
は
、
本
稿
中
で
述
べ
た
。
東
方
諸
侯
の
脅
威
が

薄
れ
、
加
え
て
西
北
方
か
ら
漢
を
脅
か
し
て
い
た
旬
奴
を
あ
る
程
度
抑
え
込
ん
だ
こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
皇
帝
が
闘
中
よ
り
出
て
地
方
、
巡
幸

を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
東
方
地
域
の
中
心
、
泰
山
に
お
け
る
封
蹄
の
奉
行
は
ま
さ
に
、
漢
の
皇
帝
に
よ
る
天
下
の
二
万
的
支
配
睦
制

確
立
の
可
覗
化
で
あ
る
。
そ
し
て
、
通
常
は
西
方
地
域
の
中
心
長
安
と
そ
の
周
遣
で
行
う
郊
記
、
及
び
受
計
や
朝
賀
と
い
っ
た
政
治
儀
躍
的
側

面
を
も
っ
行
事
を
泰
山
に
移
動
し
て
奉
行
す
る
こ
と
は
、
皇
帝
が
東
西
二
つ
の
中
心
を
と
も
に
掌
握
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
天
下



の
全
地
域
を
一
身
に
統
合
す
る
皇
帝
権
力
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

武
帝
の
封
樟
に
は
、
上
古
以
来
、
周
王
朝
や
始
皇
帝
に
ま
で
賓
践
さ
れ
て
き
た
、
帝
王
と
そ
の
王
朝
の
受
命
、

い
わ
ゆ
る
「
易
姓
告
代
」
を

告
示
す
る
と
い
う
停
説
的
な
意
義
の
他
、
「
巡
狩
」
に
み
ら
れ
る
、
君
主
が
自
ら
移
動
し
、
そ
の
支
配
を
定
期
的
に
顕
一
不
し
確
認
す
る
政
治
儀

穫
と
し
て
の
機
能
が
附
帯
さ
れ
て
い
る
。
「
易
姓
告
代
」
の
盛
儀
が
五
年
周
期
で
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
、

一
見
不
可
解
な
状
況
が
生
じ
た
の

は
、
こ
の
二
つ
の
政
治
的
音
主
判
、
機
能
が
並
立
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
東
西
世
界
が
分
裂
か
ら
統
合
へ
と
向
か
う
情
勢
を
踏
ま
え
、
「
五
帝

三
王
」
の
統
治
に
由
来
す
る
「
四
方
巡
狩
」
制
や
明
堂
、
及
び
封
樟
を
随
意
に
組
み
合
わ
せ
て
漠
濁
自
の
統
治
制
度
と
し
て
編
成
し
た
の
が
、

ょ

武
帝
の
封
棺
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
武
帝
の
「
五
帝
相
い
に
穫
を
復
ら
ず
、
三
代
法
を
同
じ
く
せ
ず
、
蘇
る
所
路
を
殊
に
し
、
而
れ
ど
も
徳
を

建
つ
る
こ
と
一
な
り
」
(
「
漢
主
己
武
帝
紀
元
朔
六
年
六
月
詔
)
と
い
う
政
治
的
理
念
の
具
現
化
で
あ
る
。

元
封
五
年
以
降
、
封
曜
は
太
初
三
年
(
前
一

O
二
)
、
天
漢
三
年
(
前
九
八
)
、
太
始
四
年
(
前
九
一
二
)
、
征
和
四
年
(
前
八
九
)
の
計
四
回
賓
施
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さ
れ
た
。
「
漢
書
』
武
帝
紀
の
記
録
に
擦
る
限
り
、
こ
こ
で
述
べ
た
全
て
の
祭
儀
及
び
行
事
が
全
て
の
固
に
完
備
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。

し
か
し
、
漢
の
「
極
盛
」
と
稀
さ
れ
る
武
帝
の
時
代
に
お
い
て
、
儀
穫
を
通
じ
て
如
賓
に
時
の
皇
帝
権
力
を
表
現
す
る
こ
の
よ
う
な
制
度
が
形

成
さ
れ
た
こ
と
は
、
古
代
中
国
に
お
け
る
皇
帝
支
配
瞳
制
の
形
成
と
展
開
を
考
え
る
上
で
、
大
き
な
意
味
を
も
っ
と
い
え
る
。

オ云

わ

り

本
稿
で
論
じ
た
武
帝
封
樟
の
も
つ
歴
史
的
意
義
、
そ
の
政
治
儀
曜
と
し
て
の
機
能
は
次
の
よ
う
に
総
轄
で
き
る
。
封
踏
と
い
う
王
朝
の
盛
儀

が
武
帝
の
治
世
に
お
い
て
賓
施
さ
れ
た
の
は
、
漢
王
朝
の
設
立
以
来
形
成
さ
れ
て
き
た
皇
帝
を
唯
一
の
頂
貼
と
す
る
支
配
瞳
制
が
、
武
帝
の
時

代
に
一
つ
の
完
成
を
み
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
秦
制
や
経
書
に
記
さ
れ
る
上
古
の
統
治
を
現
状
に
即
し
て
編
成
し
た
、
漢
濁
自
の
支
配
瞳

制
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
漢
王
朝
を
周
王
朝
の
後
継
に
位
置
附
け
る
観
念
を
背
景
と
す
る
封
躍
も
含
ま
れ
て
お
り
、
天
と
交
感
し
、
天
下
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を
一
身
に
統
合
す
る
皇
帝
権
力
の
あ
り
方
を
可
覗
的
に
顕
示
す
る
諸
儀
瞳
が
、
封
租
を
構
成
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
周
期
性
を
併
せ
持
つ
こ
と
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績
し
た
。

か
ら
「
封
鵡
制
度
」
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
武
帝
の
皇
帝
権
力
を
天
下
に
護
信
す
る
固
有
の
制
度
と
し
て
、
武
帝
の
死
ま
で
存

武
帝
の
濁
創
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
封
騨
制
度
」
は
、
以
後
二
度
と
史
上
に
現
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
後
漢
で
は
、

(
必
)

光
武
帝
が
封
樟
を
賓
施
し
た
後
、
後
継
皇
帝
た
ち
は
四
方
へ
の
巡
幸
を
制
度
化
し
て
い
く
。
そ
の
中
で
元
和
二
年
(
後
八
五
)
二
月
、
章
帝
が

東
方
巡
狩
の
途
上
に
て
行
っ
た
行
事
が
、
『
後
漢
書
」
章
帝
紀
第
一
一
一
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

辛
未
、
太
山
に
幸
し
、
柴
し
て
岱
宗
に
告
す
。
:
:
:
進
み
て
奉
高
に
幸
す
。
壬
申
、
五
帝
を
波
上
の
明
堂
に
宗
祖
す
。
発
酉
、

二
組
四
宗

を
告
嗣
し
、
大
い
に
外
内
群
臣
と
合
す
。
丙
子
、
詔
し
て
日
く
、
朕
岱
宗
に
巡
狩
し
、
山
川
に
柴
望
し
、
明
堂
に
告
記
し
、
以
て
先
動
を

章
ら
か
に
す
。
其
れ
二
王
の
後
、
先
聖
の
胤
、
東
后
蕃
衛
、
伯
父
伯
兄
、
仲
叔
季
弟
、
幼
子
童
孫
、
百
僚
従
臣
、
宗
室
衆
子
、
要
荒
四
育
、

沙
漠
の
北
、
恵
領
の
西
、
回
目
彫
の
類
、
懸
度
を
蹴
渉
し
、
回
紹
を
陵
践
し
、
郊
時
に
駿
奔
し
、
成
な
来
り
て
祭
を
助
く
。

こ
こ
に
封
樟
の
語
は
み
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
泰
山
と
泰
山
下
明
堂
を
舞
蓋
と
し
て
行
わ
れ
た
行
事
と
そ
の
参
加
者
は
、
武
帝
が
元
封
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五
年
に
行
っ
た
そ
れ
を
訪
御
と
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、
「
封
繭
制
度
」
が
武
帝
の
死
に
よ
っ
て
消
滅
し
た
の
で
は
な
く
、
漢
王
朝
の
租
宗
の
故
事
、

い
わ
ゆ
る
「
漢
家
故
事
」
と
し
て
残
存
し
、
新
た
な
時
代
と
政
治
背
景
の
も
と
で
再
生
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
極
盛
」

を
現
出
し
た
武
帝
の
創
出
し
た
皇
帝
権
力
の
姿
と
そ
の
顕
示
方
法
は
、
次
代
に
縫
承
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

註(
1
)

『
唐
辛
目
』
巻
十
四
穫
祭
志
四
封
輯
序
に
、
「
文
中
子
日
、
封
禅
、
非

古
也
、
其
秦
漢
之
修
心
乎
。
蓋
其
瞬
世
不
常
行
、
而
於
礎
無
所
本
、

故
白
漢
以
来
、
儒
生
周
一
子
官
論
議
不
同
、
而
至
於
不
能
決
、
則
出
於
時

君
率
意
而
行
之
爾
」
と
あ
る
。

(
2
)

渡
透
信
一
郎
氏
「
中
華
帝
園
・
律
令
法
・
耀
的
秩
序
」
(
川
北
稔

等
編
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
歴
史
的
学
と
現
在
』
柏
書
房
、
一
九
九
五
)
は
、

前
近
代
中
園
の
皇
帝
権
力
固
有
の
構
造
と
し
て
、
法
制
と
種
制
の

「
入
れ
子
構
造
」
を
提
起
し
た
。
櫨
制
、
す
な
わ
ち
種
的
秩
序
を
可

頑
化
す
る
王
朝
儀
植
に
閲
す
る
諸
研
究
の
中
で
、
漠
代
の
そ
れ
を
扱

っ
た
代
表
的
研
究
と
し
て
、
漢
か
ら
唐
の
各
王
朝
に
お
け
る
「
元

曾
」
儀
耀
の
政
治
的
構
造
を
論
じ
た
同
氏
『
天
空
の
玉
座
|
|
中
園

古
代
帝
園
の
朝
政
と
儀
櫨
|
|
』
(
柏
書
房
、
一
九
九
六
)
、
及
び
星
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帝
が
行
、
つ
祭
記
や
即
位
儀
穫
の
も
つ
権
力
の
正
統
性
を
額
一
泌
す
る
機

能
に
着
目
し
、
漠
か
ら
唐
ま
で
の
そ
の
展
開
を
明
ら
か
に
し
た
金
子

修
一
氏
『
中
園
古
代
皇
帝
祭
杷
の
研
究
』
(
岩
波
書
庖
、
二

O
O六
)

が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
筆
者
は
、
漢
代
郊
杷
の
儀
稽
や
杷
壇
構
造
の

分
析
か
ら
、
そ
こ
に
表
さ
れ
る
皇
帝
権
力
の
性
質
の
饗
遷
を
追
っ
た

一
連
の
論
考
を
愛
表
し
て
い
る
(
「
前
漢
武
帝
期
に
お
け
る
郊
記
健

制
の
成
立
|
|
甘
泉
泰
時
の
分
析
を
中
心
に
|
|
」
[
『
史
林
』
八
六

巻
六
抜
、
二

O
O
三
]
、
「
王
葬
『
元
始
儀
』
の
構
造
|
|
前
漠
末
に

お
け
る
郊
記
の
饗
化
|
|
」
[
『
洛
北
史
皐
』
八
競
、
二

O
O
六]、

「
後
漢
郊
配
制
と
『
元
始
故
事
』
」
[
『
九
州
大
撃
東
洋
史
論
集
』
一
二

六
競
、
二

O
O
八
]

)

0

な
お
笠
松
哲
氏
「
天
下
曾
同
の
儀
櫨
|
|
唐

代
封
踏
の
舎
盟
機
能
に
つ
い
て
|
|
」
(
季
刊

7
u代
文
化
」
六
一

巻
一
披
、
二

O
O九
)
は
、
首
該
期
の
園
際
情
勢
を
ふ
ま
え
た
封
樟

儀
挫
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
封
離
を
扱
っ
た
近
年
の
大
陸
に

お
け
る
著
作
と
し
て
、
何
卒
立
氏
『
巡
狩
輿
封
樟
|
|
封
建
政
治
的

文
化
軌
減
下
|
』
(
斉
魯
書
枇
、
二

O
O
一
二
)
が
あ
り
、
先
秦
期
に

原
型
を
も
っ
巡
狩
と
封
樟
と
を
、
被
支
配
者
の
精
紳
面
に
働
き
か
け

て
支
配
の
強
化
を
固
る
惇
統
的
政
治
文
化
と
み
な
し
、
清
に
至
る
歴

代
王
朝
に
お
け
る
賓
施
の
様
相
を
網
羅
的
に
論
じ
る
。

(
3
)

「
封
鵡
説
の
形
成
|
|
封
稗
の
祭
記
と
紳
悟
思
想
|
|
」
(
『
東
方

宗
教
』
六
、
七
競
、
一
九
五

O
)
、
同
氏
『
道
数
思
想
史
研
究
』
(
岩

波
書
庖
、
一
九
八
七
)
に
牧
録
。

(
4
)
「
始
皇
帝
の
泰
山
封
繭
」
(
『
中
園
育
代
の
枇
舎
と
文
化
』
(
東
京
大

皐
出
版
合
同
、
一
九
五
七
)
、
同
氏
『
秦
漢
史
の
研
究
』
(
士
H

川
弘
文
館
、

一
九
六
O
)
に
牧
録
。

(
5
)
「
秦
の
始
皇
帝
の
泰
山
封
鵡
」
(
『
日
本
大
皐
妻
術
的
学
部
紀
要
」
十

四
披
、
ム
九
八
四
)
、
及
び
「
前
漢
武
帝
の
針
外
政
策
|
|
雨
越
・

西
南
夷
・
朝
鮮
の
郡
豚
化
と
泰
山
封
縄
|
|
」
(
『
日
本
大
息
子
裳
術
血
宇

部
紀
要
』
十
八
競
、
一
九
八
八
)
o

な
お
、
始
皇
帝
の
封
樟
の
再
検

討
は
、
そ
の
郡
際
、
巡
幸
事
業
の
賓
態
解
明
に
と
も
な
っ
て
進
め
ら
れ

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

(
6
)

藤
藤
氏
が
提
示
し
た
封
樟
と
封
外
闘
係
の
閥
連
性
は
、
斎
藤
氏
が

論
じ
た
越
や
朝
鮮
だ
け
で
な
く
西
域
も
含
む
周
透
諸
地
域
と
、
漢
王

朝
と
の
関
係
が
武
帝
期
に
大
き
く
嬰
化
す
る
中
で
、
封
鵡
と
い
う
儀

穫
の
も
つ
歴
史
的
意
義
を
考
え
る
契
機
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
南
越

や
衛
氏
朝
鮮
の
郡
勝
化
に
つ
い
て
、
渡
遷
信
一
郎
氏
は
、
漢
王
朝
が

そ
の
領
域
内
の
王
侯
を
「
内
臣
」
と
し
、
南
越
な
ど
外
延
部
に
存
在

し
た
諸
王
権
を
「
外
臣
」
と
し
て
封
建
的
闘
係
を
形
成
し
て
い
た
い

わ
ゆ
る
「
内
臣
|
外
臣
構
造
」
が
、
武
帝
期
に
解
慢
さ
れ
、
新
た
な

中
心
周
透
構
造
に
再
編
成
さ
れ
る
過
程
を
論
じ
て
い
る
(
『
中
園

古
代
の
財
政
と
岡
家
』
第
一
部
第
五
章
「
漢
代
の
財
政
と
帝
図
編

成
」
、
汲
古
書
院
、
二

O
一
O
)
。
「
内
臣
外
臣
構
造
」
自
慢
も
ま

た
議
論
の
多
い
概
念
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
今

後
封
禅
を
含
む
王
朝
儀
植
を
蹴
角
と
し
て
封
外
関
係
を
論
じ
る
方
法

を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

(
7
)

封
騨
儀
穫
の
公
開
度
に
着
目
し
た
の
は
栗
原
氏
だ
が
(
註
(
4
)
前

掲
栗
原
氏
論
文
参
照
)
、
粛
藤
氏
は
そ
の
頑
角
を
批
判
的
に
継
承
し
、

始
皇
帝
と
武
帝
の
封
鵡
の
祭
儀
を
復
元
し
、
始
皇
帝
の
そ
れ
が
「
秘

省
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
(
註
(
5
)
前
掲
粛
藤
氏
論
文

「
秦
の
始
皇
帝
の
泰
山
封
騨
」
参
照
)
o

し
か
し
、
祭
儀
の
復
元
に
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際
し
て
斎
藤
氏
が
と
っ
た
方
法
は
、
始
皇
帝
と
武
帝
の
祭
儀
に
関
す

る
封
稗
書
の
簡
略
な
記
述
の
聞
に
、
光
武
帝
の
そ
れ
に
関
す
る
『
績

漢
書
』
祭
紀
志
の
詳
し
い
記
遮
を
描
入
補
填
し
、
三
者
の
祭
儀
は
全

く
同
一
と
結
論
附
け
る
も
の
で
、
あ
ま
り
に
大
謄
と
一
一
百
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
光
武
帝
の
封
騨
が
武
帝
の
そ
れ
を
資
料
と
し
て
活
用
し
つ
つ

策
定
さ
れ
た
こ
と
は
事
賓
だ
が
、
首
該
史
料
に
記
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
を
、
類
推
に
基
づ
い
て
後
世
の
史
料
か
ら
む
や
み
に
補
う
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
。

(
8
)

封
樟
書
の
他
、
『
史
記
』
巻
十
孝
文
本
紀
、
同
巻
九
六
張
丞
相
列

停
、
『
漢
書
」
巻
四
文
帝
紀
、
同
巻
二
五
郊
杷
志
に
擦
っ
た
。
な
お

封
樟
主
自
に
よ
れ
ば
公
孫
臣
の
上
奏
は
文
帝
十
三
年
で
、
そ
の
「
後
三

歳
」
に
黄
龍
の
出
現
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
前
者
に
関
し
て
瀧
川
資

=
日
(
『
史
記
曾
注
考
詮
』
、
以
下
同
じ
)
は
孝
文
本
紀
や
文
帝
紀
、
郊

紀
志
が
十
四
年
と
す
る
の
を
あ
げ
、
封
施
主
目
は
誤
り
と
す
る
。
後
者

に
つ
い
て
は
梁
玉
縄
が
「
後
三
歳
」
は
郊
紀
志
に
擦
っ
て
「
明
年
」

と
す
る
の
が
正
し
い
、
と
す
る
(
『
史
記
志
疑
』
巻
十
六
)
o

こ
れ
ら

に
従
い
、
紀
年
に
つ
い
て
は
封
繭
書
以
外
に
擦
っ
た
。

(
9
)

「
至
孝
文
時
、
魯
人
公
孫
臣
以
終
始
五
徳
上
書
、
言
漢
得
土
徳
、

宜
更
一
五
、
改
正
朔
、
易
服
色
。
首
有
瑞
、
瑞
黄
龍
見
。
事
下
丞
相
張

蒼
、
張
蒼
亦
息
ナ
律
幡
、
以
潟
非
是
、
罷
之
。
其
後
責
龍
見
成
紀
、
張

蒼
白
期
、
所
欲
論
著
不
成
。
而
新
垣
卒
以
望
朱
見
、
頗
言
正
暦
服
色

事
、
貴
幸
、
後
作
乱
、
故
孝
文
帝
廃
不
復
問
」
と
あ
る
。

(
日
)
『
史
記
』
巻
八
四
屈
原
質
生
列
停
に
、
「
貫
生
名
誼
、
雛
陽
人
也
。

年
十
八
、
以
能
諭
詩
属
書
聞
於
都
中
。
:
:
:
廷
尉
乃
言
責
生
年
少
、

顔
通
諸
子
百
家
之
書
。
文
帝
νロ
以
潟
博
士
」
と
あ
る
。
文
帝
・
景
帝

期
に
お
け
る
博
士
の
肇
術
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
、
銭
穆
「
雨
漠
博

士
家
法
考
」
(
銭
賓
四
先
生
全
集
甲
編
入
『
雨
漢
経
皐
今
古
文
-
午

議
』
聯
一
経
出
版
事
業
公
司
、
一
九
九
一
八
、
所
収
)
参
照
。

(
日
)
註
(
2
)
前
掲
拙
稿
「
前
漠
武
帝
期
に
お
け
る
郊
杷
謹
制
の
成
立

|
|
甘
泉
泰
時
の
分
析
を
中
心
に
|
|
」
参
照
。

(
ロ
)
制
度
文
物
の
確
定
は
、
「
櫨
楽
」
制
度
、
す
な
わ
ち
「
五
帝
三
王
」

の
統
治
制
度
の
確
立
に
連
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
買
誼
の
献
一
言
に
よ

れ
ば
、
買
誼
は
秦
制
の
改
革
と
と
も
に
、
穫
祭
の
興
起
を
も
志
向
し

て
い
た
。
封
樟
書
の
同
頭
の
序
に
は
、
「
惇
日
、
三
年
不
篤
種
、
種

必
廃
。
三
年
不
魚
川
楽
、
印
刷
宋
必
壊
(
『
論
証
巴
陽
貨
篇
)
o

毎
世
之
隆
、

則
封
韓
答
正
」
旬
、
及
衰
而
息
」
と
あ
り
、
植
梁
と
封
棺
と
の
針
展
関
係

が
想
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
武
帝
の
封
植
は
礎
幾
復
興
の
象
徴
と
し

て
行
わ
れ
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
現
段
階
で
は
、
櫨
印
刷
ポ
と

賓
際
に
展
開
さ
れ
る
漢
王
朝
の
統
治
と
を
具
健
的
に
関
連
附
け
て
論

じ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
今
後
深
め
る
べ
き
問
題
と
し
て

あ
げ
る
に
止
め
て
お
き
た
い
。

(
日
)
『
史
記
』
巻
四
九
外
戚
世
家
に
、
「
賓
太
后
好
黄
帝
・
老
子
言
、
帝

及
太
子
・
諸
費
、
不
得
不
讃
黄
帝
・
老
子
寧
其
術
」
と
あ
る
。

(
比
)
「
海
外
霜
育
、
北
護
渠
捜
、
忌
売
総
服
」
に
つ
い
て
、
ひ
と
ま
ず

顔
師
古
注
に
従
っ
て
訓
議
し
た
。
た
だ
、
顔
師
古
は
否
定
し
て
い
る

が
、
亙
円
灼
は
「
北
愛
」
「
渠
捜
」
を
と
も
に
園
名
と
し
、
銭
大
町
は

『
大
戴
櫨
記
」
少
閑
篇
に
同
様
の
表
現
が
み
え
る
こ
と
を
根
擦
と
し

て
亙
円
灼
説
を
支
持
し
て
い
る
。

(
日
)
杉
村
伸
二
氏
「
景
帝
中
五
年
王
園
改
革
と
園
制
再
編
」
(
『
古
代
文

化
』
五
六
巻
一

O
競
、
二

O
O
四
)
に
、
急
激
な
王
園
改
革
に
よ
っ
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て
漠
朝
側
に
生
じ
た
諸
問
題
が
武
帝
期
に
持
ち
越
さ
れ
、
多
方
面
の

行
政
改
革
に
繋
が
っ
て
い
く
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
杉
村
氏
が
論

じ
る
の
は
、
主
と
し
て
領
域
統
治
や
官
僚
・
官
吏
の
供
給
に
関
す
る

側
面
だ
が
、
皇
帝
支
配
健
制
を
形
成
す
る
諸
制
度
が
、
漢
初
よ
り
積

み
上
げ
ら
れ
て
き
た
課
題
と
し
て
武
帝
期
に
整
備
さ
れ
て
い
く
こ
と

は
、
封
耀
賓
施
と
深
く
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
時
)
『
史
記
』
巻
一
一
一
一

O
太
史
公
自
序
に
、
「
受
命
而
王
、
封
禅
之
符
竿

用
、
用
則
寓
霊
岡
不
理
組
。
迫
本
諮
一
川
名
山
大
川
糧
、
作
封
稀
書
第

六
」
と
あ
り
、
封
鵡
は
あ
ら
ゆ
る
神
々
に
封
す
る
祭
記
を
網
羅
す
る
、

あ
る
い
は
あ
ら
ゆ
る
祭
記
が
封
鵡
に
収
数
さ
れ
る
、
と
解
轄
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
班
固
が
封
繭
童
日
を
襲
い
つ
つ
そ
の
名
稽
を
「
郊

記
志
」
と
改
め
た
の
は
、
班
固
と
そ
の
時
代
に
お
い
て
は
、
皇
帝
が

都
の
南
北
で
行
う
郊
杷
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
祭
杷
の
頂
駐
か
つ
集
約

と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
竹
内
弘
行
氏
「
司
馬

逗
の
封
樟
論
|
|
『
史
記
』
封
施
主
日
の
一
昨
史
記
述
を
め
ぐ
っ
て

|
|
」
(
『
九
州
大
皐
文
島
宇
部
哲
準
年
報
』
一
一
一
四
競
、
一
九
七
五
)
は

封
樟
書
の
分
析
を
行
い
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
司
馬
遷
の
封
韓
や
儒
者
、

方
士
た
ち
へ
の
思
い
を
讃
み
解
く
が
、
筆
者
の
見
解
と
の
遣
い
が
多

岐
に
わ
た
る
た
め
、
煩
を
避
け
て
逐
一
反
論
は
し
な
い
。

(
口
)
楊
慎
(
『
史
記
合
回
注
考
諮
』
引
)
は
「
典
後
所
引
管
仲
釘
斉
桓
公

日
七
十
二
君
皆
受
命
、
然
後
得
封
鵡
相
麿
」
と
す
る
。
な
お
管
仲
と

桓
公
の
問
答
と
は
、
封
鵡
来
日
後
文
に
「
斉
桓
公
邸
覇
、
舎
諸
侯
於
葵

丘
、
而
欲
封
施
。
管
仲
目
、
士
円
者
封
泰
山
繭
梁
父
者
七
十
二
家
、
而

夷
吾
所
記
者
十
有
二
罵
。
昔
無
懐
氏
封
泰
山
騨
云
云
、
慮
義
封
泰
山

繭
云
云
、
榊
農
封
泰
山
繭
云
云
、
炎
帝
封
泰
山
哩
ア
ム
云
、
黄
帝
封
泰

山
繭
亭
亭
、
頼
頂
封
泰
山
繭
云
云
、
帝
倍
封
泰
山
繭
云
云
、
完
封
泰

山
繭
云
云
、
舜
封
泰
山
雄
云
云
、
再
封
泰
山
騨
舎
稽
、
湯
封
泰
山
繭

云
云
、
周
成
王
封
泰
山
繭
於
枇
首
。
皆
受
命
、
然
後
得
封
樟
。
桓
公

目
、
寡
人
北
伐
山
戎
、
過
孤
竹
、
西
伐
大
夏
渉
流
沙
、
束
馬
懸
車
、

上
卑
耳
之
山
、
南
伐
一
全
召
陵
、
登
熊
耳
山
、
以
望
江
漠
。
兵
車
之
曾

一
二
、
而
乗
車
之
舎
六
、
九
合
諸
侯
、
一
匡
天
下
、
諸
侯
莫
達
我
。
昔

三
代
受
命
、
亦
何
以
異
乎
。
於
是
管
仲
賭
桓
公
不
可
窮
以
辞
、
因
設

之
以
事
日
、
古
之
封
穂
、
部
上
之
黍
、
北
里
之
禾
、
所
以
潟
盛
。
江

准
之
閲
一
茅
三
脊
、
所
以
矯
霜
也
。
東
海
致
比
日
之
魚
、
西
海
致
比

翼
之
鳥
、
然
后
物
有
不
召
、
而
白
一
全
者
、
十
有
五
駕
。
今
鳳
皇
蝦
麟

不
来
、
嘉
穀
不
生
、
而
蓬
苦
同
泰
秀
茂
、
鳴
邑
呆
数
至
。
而
欲
封
施
、
母

乃
不
可
乎
。
於
H

疋
桓
公
乃
止
」
と
あ
る
の
を
指
す
。

(
凶
)
楊
慎
(
『
史
記
舎
注
考
諮
』
引
)
は
「
奥
後
所
論
秦
始
皇
云
山
豆
所

謂
無
其
徳
而
山
其
事
者
邪
相
麿
」
と
す
る
。
ま
た
封
棺
害
後
文
に
、

「
諸
儒
生
疾
秦
焚
詩
書
、
諒
優
文
向
学
、
百
姓
怨
其
法
、
天
下
昨
之
。

皆
論
口
、
始
皇
上
泰
山
、
潟
暴
風
雨
所
撃
、
不
得
封
樟
。
此
貴
所
謂

無
其
徳
、
而
川
市
事
者
邪
」
と
あ
り
、
そ
の
『
索
隠
』
に
、
「
即
封
髄

書
序
云
、
蓋
有
無
其
磨
而
用
事
者
実
。
此
骨
固
有
所
本
、
太
史
公
再
引

以
潟
説
」
と
あ
る
。

(
日
)
本
文
で
次
に
分
析
す
る
封
樟
書
の
記
遮
中
に
、
「
材
在
位
、
文
王

受
命
、
政
不
及
泰
山
」
と
あ
り
、
瀧
川
資
言
は
「
抜
、
奥
上
文
雄
受

命
功
不
歪
句
相
雁
」
と
す
る
。

(
初
)
首
該
筒
所
の
解
轄
は
瀧
川
資
一
一
百
と
異
な
る
o

瀧
川
資
言
は
「
梁

父
」
二
字
を
桁
と
す
る
が
、
根
擦
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
「
梁

父
」
を
桁
と
し
て
省
い
た
上
で
、
「
数
旬
輿
下
文
文
王
受
命
、
政
不
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及
泰
山
、
武
王
克
段
、
天
下
未
寧
而
崩
、
周
徳
之
沿
維
成
王
相
廃
」

と
し
、
こ
の
旬
を
周
の
文
、
武
、
成
三
王
の
こ
と
と
解
す
る
。
た
だ

注
中
に
い
う
と
こ
ろ
の
卜
文
、
「
武
王
克
段
」
よ
り
「
維
成
王
」
に

至
る
封
鵡
書
の
本
文
に
関
し
て
、
そ
の
箇
所
に
は
「
輿
上
文
徳
治
会
、

而
日
有
不
暇
給
相
雁
」
と
注
し
て
武
王
の
こ
と
と
し
て
お
り
、
解
岬
梓

が
ぶ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
封
し
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
ま

ず
、
本
文
で
次
に
分
析
す
る
封
鵡
書
の
記
連
中
に
あ
る
よ
う
に
、
封

輯
書
で
は
成
王
は
封
騨
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
山
川

を
成
主
の
こ
と
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
泰
山
と
封
と
な

り
泰
山
と
ほ
ぼ
同
義
と
考
え
ら
れ
る
「
梁
父
」
を
、
無
理
に
桁
字
と

す
る
必
要
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
の
た
め
瀧
川
資
言
の
解
鐸

に
は
従
わ
ず
、
「
梁
父
」
二
字
を
残
し
た
上
で
同
に
適
合
す
る
状
況

と
し
て
、
桓
公
と
始
皇
帝
を
想
定
し
た
。
ま
た
附
に
闘
し
て
、
本
文

三
O
頁
に
あ
げ
た
『
史
記
』
屈
原
買
生
列
俸
に
、
文
帝
期
の
状
況
を

指
し
て
「
天
下
和
治
」
、
及
び
「
孝
文
帝
初
即
位
、
謙
譲
未
達
也
」

と
い
っ
た
表
現
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
文
帝
期
の
こ
と
と
考

え
た
。

(
幻
)
周
王
朝
に
山
川
現
し
た
瑞
鮮
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
と
り
あ
げ
る
封

縄
文
中
に
み
え
る
、
武
王
の
舟
に
魚
が
飛
び
込
ん
だ
も
の
も
含
め
て

『
史
記
』
巻
四
周
本
紀
に
み
え
、
ま
た
成
王
の
時
の
瑞
鮮
は
『
韓
詩

外
惇
』
巻
五
第
十
二
章
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
瑞
鮮

も
封
樟
文
以
外
で
は
封
繭
奉
行
と
直
接
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
。

(
幻
)
『
史
記
士
山
疑
』
巻
十
六
に
、
「
案
、
秦
謬
卒
後
至
孔
子
論
述
六
雲
幾

百
四
十
年
、
而
孔
子
又
安
得
有
易
姓
封
棺
之
言
哉
。
託
諸
孔
子
、
猶

之
嫁
名
管
仲
也
」
と
あ
る
。

(
お
)
文
中
の
「
詩
云
」
以
下
は
、
現
行
『
毛
詩
』
に
は
み
え
ず
、
三
家

の
注
も
な
い
。
そ
の
た
め
張
照
は
、
「
詩
」
を
唐
以
降
の
桁
字
と
考

え
、
「
覗
其
掌
云
」
で
句
を
な
す
と
し
(
「
史
記
舎
注
考
誼
』
引
)
、

瀧
川
資
言
も
そ
の
説
を
支
持
す
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
孔
子
が

「
詩
」
を
引
用
せ
ず
に
、
同
の
封
鵡
に
封
す
る
自
身
の
見
解
を
述
べ

て
い
る
こ
と
と
な
り
、
本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
そ
れ
に
従
っ
た
。
た
だ

仮
に
孔
子
向
身
の
言
葉
で
な
い
と
し
て
も
、
司
馬
遷
が
、
孔
子
の
名

を
冠
し
て
周
の
封
樟
を
説
明
す
る
よ
う
に
文
章
を
つ
く
っ
て
い
る
こ

と
に
愛
わ
り
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
こ
こ
に
は
も
う
一
つ
重
要
な
見
解
が
み
え
る
。
封
樟
書
中

で
は
先
の
序
を
は
じ
め
複
数
回
、
封
粧
の
祭
儀
が
忘
れ
去
ら
れ
で
も

は
や
惇
わ
ら
な
い
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
其
姐
豆

櫨
不
章
」
と
し
た
上
で
、
成
主
の
封
樟
が
「
締
」
祭
に
近
い
、
と
し
、

封
粧
の
祭
儀
に
針
し
て
「
締
」
祭
と
い
う
一
つ
の
解
答
を
輿
え
て
い

る
。
「
柿
」
祭
の
賓
態
は
経
路
了
上
の
一
大
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
で
踏

み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
封
鵡
と
「
締
」
祭
と
の
閥
連
を
示
唆

す
る
論
貼
を
二
つ
あ
げ
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
第
三
章
第
二
節
で

み
る
封
鵡
に
附
帯
す
る
明
堂
祭
杷
と
「
蹄
」
祭
と
の
一
致
で
あ
る
。

『
穫
記
』
王
制
篇
に
お
い
て
「
精
」
祭
は
宗
ー
刷
祭
記
の
一
形
態
と
し

て
み
え
る
。
ま
た
封
棺
に
附
帯
す
る
明
堂
祭
記
は
高
組
、
と
き
に
は

景
帝
を
封
象
と
し
て
含
む
宗
廟
祭
杷
の
側
同
も
併
せ
持
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
「
柿
」
祭
が
封
樟
に
近
い
と
す
る
見
解
は
、
明
堂
祭
記

を
含
ん
だ
、
武
帝
封
樟
の
総
健
的
な
あ
り
方
を
想
定
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
。
今
一
つ
は
、
第
三
章
第
一
節
で
み
る
封
植
の
儀
耀
の
一

部
「
射
牛
」
に
つ
い
て
、
『
史
記
』
巻
十
二
孝
武
本
紀
の
『
索
隠
」
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が
そ
の
儀
穫
の
典
擦
と
し
て
あ
げ
る
『
圏
在
巴
楚
語
下
に
お
い
て
、

「
締
」
祭
の
儀
雄
と
さ
れ
て
い
る
貼
で
あ
る
。
昭
王
と
観
射
父
の
祭

記
の
供
物
に
閲
す
る
問
答
の
中
に
、
「
天
子
稀
郊
之
事
、
必
白
射
其

牲
(
章
昭
注
、
牲
、
午
也
)
、
王
后
必
白
春
其
菜
、
諸
侯
宗
廟
之
事
、

必
自
射
牛
、
剖
羊
、
撃
家
、
夫
人
必
向
春
其
盛
」
と
あ
る
の
に
よ
れ

ば
、
「
柿
」
祭
に
は
「
射
牛
」
の
儀
躍
が
含
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

「
射
牛
」
を
共
通
し
て
含
む
こ
と
か
ら
、
封
禅
と
「
柿
」
祭
と
は
近

似
す
る
と
考
え
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
「
射
牛
」
に
つ
い
て
は
註

(
泊
)
参
照
。

(μ)
封
施
主
目
に
第
一
回
封
鵡
直
後
の
こ
と
と
し
て
、
「
其
秋
、
有
星
弗

子
束
井
、
後
十
鈴
H
、
有
星
弗
子
三
能
。
望
気
王
朔
二
日
、
候
濁
見
填

星
出
如
瓜
、
食
頃
復
入
罵
。
有
司
皆
目
、
陛
下
建
漢
家
封
禅
、
天
其

報
徳
星
云
」
と
あ
り
、
有
司
の
一
致
し
た
見
解
と
し
て
、
封
離
は

「
漠
家
」
の
儀
雄
と
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
『
史
記
』
司
馬
相
如
列
惇
に
、
「
司
馬
相
如
既
卒
五
歳
、
天
子
始
祭

后
土
」
と
あ
る
。
ま
た
『
漢
書
』
巻
五
八
児
寛
惇
に
、
「
及
議
欲
放

古
巡
狩
封
髄
之
事
、
諸
儒
釘
者
五
十
鈴
人
、
未
能
有
所
定
。
先
是
、

司
馬
相
如
病
死
、
有
遺
書
、
領
功
徳
、
一
百
符
瑞
、
足
以
封
泰
山
。
上

奇
其
書
、
以
問
寛
」
と
あ
り
、
封
縄
文
が
司
馬
相
如
の
死
後
に
献
上

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
お
)
封
鵡
文
を
訓
讃
並
び
に
解
揮
す
る
に
止
口
田
た
り
、
小
尾
郊
一
氏
に
よ

る
『
文
選
』
所
載
封
耀
文
の
誇
注
(
宇
野
精
会
等
編
『
全
稗
漢
文
飽

系
』
一
一
一
一
巻
[
集
英
祉
、
一
九
七
四
]
所
牧
)
を
参
照
し
た
。

(
幻
)
瑞
鮮
と
封
踏
の
闘
係
は
、
封
曜
と
い
う
祭
儀
の
性
質
や
意
義
を
考

え
る
上
で
重
要
で
あ
る
た
め
、
別
稿
で
論
じ
る
。

(
お
)
『
文
選
」
巻
四
八
符
命
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
揚
雄
「
劇
秦
美
新
」

は
、
揚
雄
が
司
馬
相
如
の
封
樟
文
に
な
ぞ
ら
え
て
つ
く
っ
た
、
王
葬

と
新
王
朝
を
賛
美
す
る
文
で
あ
る
。
そ
の
中
に
、
「
増
封
泰
山
、
樟

梁
父
、
斯
受
命
者
之
典
業
也
。
蓋
受
命
日
不
暇
給
、
或
不
受
命
、
然

猶
有
事
実
。
況
堂
堂
有
新
、
正
丁
厭
時
、
崇
獄
淳
海
遁
漬
之
紳
、
成

設
壇
場
、
望
受
ム
叩
之
漆
鷲
。
海
外
相
担
方
、
信
延
頚
企
陸
、
回
出
内
皆
、

鳴
哨
如
也
。
帝
者
難
勤
、
悪
可
以
己
乎
。
宜
ム
叩
賢
哲
、
作
帝
典
一
篇
、

奮
三
潟
一
襲
、
以
一
ぶ
来
人
、
摘
之
同
極
」
と
あ
り
、
封
粧
の
奉
行
と

「
帝
典
」
の
作
成
を
勧
め
る
構
成
は
、
明
ら
か
に
封
部
文
と
一
致
す

る
。
従
っ
て
司
馬
相
如
が
作
成
を
勧
め
る
「
七
番
日
の
経
」
と
は
、

「
莞
典
」
や
「
舜
典
」
に
類
す
る
帝
王
の
統
治
制
度
「
典
」
に
近
い

も
の
で
あ
っ
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。

(
却
)
一
一
ん
狩
四
年
に
霊
去
病
が
漠
北
に
お
い
て
封
騨
を
行
っ
た
こ
と
は
有

名
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
例
外
的
な
ケ
l
ス
で
あ
り
、
漢
初
以
来
の
封

樟
副
書
一
の
系
譜
中
に
位
置
附
け
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
こ
こ
で
は

保
腎
と
し
て
お
き
た
い
。

(
初
)
「
封
植
者
合
不
死
之
名
也
」
に
つ
い
て
、
『
史
記
』
孝
武
本
紀
は
封

樟
宝
田
と
同
じ
く
、
『
漢
書
』
郊
記
志
は
「
封
調
者
古
不
死
之
名
也
」

に
つ
く
る
。
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
封
調
書
に
従
っ
た
。

(
況
)
伊
藤
清
司
氏
「
古
代
中
園
の
射
櫨
」
(
『
民
族
的
学
研
究
』
一
一
一
一
一
巻
一
一
一

波
、
一
九
五
九
)
に
よ
れ
ば
、
春
の
祭
記
に
先
立
ち
魚
や
烏
な
ど
を

射
る
行
潟
は
元
来
、
そ
の
首
ポ
口
に
よ
っ
て
そ
の
年
の
み
の
り
の
吉
凶

を
占
う
神
事
「
年
山
い
」
で
あ
り
、
や
が
て
そ
れ
が
季
節
を
問
わ
ず
、

あ
る
い
は
園
の
大
事
の
際
に
射
た
犠
牲
を
柿
に
捧
げ
て
一
耐
を
求
め
る

祭
儀
に
愛
わ
っ
て
い
っ
た
、
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
際
に
射
ら
れ
る
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動
物
は
、
『
毛
詩
』
等
史
料
中
で
は
魚
や
烏
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、

註
(
お
)
に
あ
げ
た
『
圏
一
語
』
楚
語
の
よ
う
に
牛
の
場
合
も
あ
り
得
た
、

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
小
南
一
郎
氏
「
射
の
儀
櫨
化
を
め
ぐ
っ
て

ー
ー
そ
の
二
つ
の
段
階
|
|
」
(
「
中
園
占
代
櫨
制
研
究
』
、
京
都
大

皐
人
文
科
皐
研
究
所
、
一
九
九
五
、
所
牧
)
は
、
西
周
か
ら
戟
園
期

に
お
け
る
射
の
儀
雄
と
祭
杷
の
関
わ
り
を
論
じ
て
い
る
。
「
射
牛
」

が
惇
統
的
祭
儀
に
閥
連
す
る
の
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、

封
樟
の
祭
儀
全
健
に
お
け
る
「
射
牛
」
の
意
義
は
ま
た
別
に
考
註
す

る
必
要
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
保
留
と
し
て
お
き
た
い
。

(
詑
)
儒
者
駿
知
事
件
に
つ
い
て
、
註
(
凶
)
竹
内
氏
論
文
は
、
儒
者
が
方

士
の
前
に
敗
れ
る
に
至
っ
た
原
因
が
儒
家
の
内
部
封
立
に
あ
っ
た
こ

と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
永
井
粥
人
氏
(
「
経
向
学
史
か
ら
覗
た
封
樟
説

の
形
成
」
[
『
中
園
古
典
研
究
』
四
二
鏡
、
一
九
九
七
]
、
及
び
「
前

漠
武
帝
期
の
泰
山
明
堂
建
設
に
閲
す
る
一
考
察
」
[
『
東
洋
の
思
想
と

宗
数
』
二

O
強
、
二

O
O
三
]
)
は
、
封
施
策
定
か
ら
排
除
さ
れ
た

の
は
魯
皐
汲
で
あ
り
、
背
景
に
方
士
を
も
巻
き
込
ん
だ
斉
皐
泳
と
魯

皐
汲
の
封
立
が
あ
っ
た
と
す
る
。
封
鵡
の
計
書
一
や
奉
行
を
通
じ
て
表

面
化
す
る
皐
閥
の
存
在
様
態
は
、
封
鵡
と
官
僚
、
皐
術
の
関
係
を
考

え
る
上
で
重
要
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
追
究
し
な
い
。

(
お
)
『
績
漢
書
』
祭
記
志
上
第
七
に
、
「
初
、
孝
武
帝
欲
求
神
億
、
以
扶

方
者
言
責
帝
出
封
樟
而
後
憶
、
於
日
疋
欲
封
樟
。
封
繭
不
常
、
時
人
莫

知
。
一
川
封
元
年
、
上
以
方
士
言
作
封
樟
器
、
以
一
不
群
儒
、
多
言
不
合

古
、
於
日
疋
罷
諸
儒
不
用
。
三
月
、
上
東
上
泰
山
、
乃
上
石
立
之
泰
山

頴
。
遂
束
、
巡
海
上
、
求
億
人
、
無
所
見
而
還
。
四
月
、
封
泰
山
。
恐

揺
時
制
可
ポ
脳
封
書
と
あ
る
。
こ
れ
を
封
稗
書
及
び
『
漠

主
目
』
郊
紀
志
の
記
述
と
比
較
し
て
み
る
と
、
波
線
部
分
は
司
馬
彪
の

附
加
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
最
後
の
句
は
司
馬
彪
の
主
観
的

評
債
と
思
わ
れ
、
品
川
の
「
以
方
士
言
」
も
そ
う
い
っ
た
評
債
に
引
き

ず
ら
れ
て
加
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

(
は
)
「
祭
后
土
」
に
つ
い
て
、
前
後
の
内
容
か
ら
す
る
と
や
や
不
可
解

で
あ
る
。
『
史
記
』
孝
武
本
紀
は
こ
の
一
一
一
字
を
「
然
后
去
」
に
つ
く

り
、
『
漢
書
』
郊
記
志
も
「
然
後
去
」
に
つ
く
り
、
こ
れ
ら
の
方
が

文
意
も
通
じ
や
す
い
が
、
ひ
と
ま
ず
原
文
の
ま
ま
と
す
る
。

(
お
)
註
(
5
)
前
掲
資
藤
氏
論
文
「
秦
の
始
皇
帝
の
泰
山
封
樟
」
は
、
従

臣
た
ち
の
泰
山
続
頂
の
有
無
を
基
準
と
し
、
始
皇
帝
の
封
樟
は
「
印
刷

儀
」
で
は
な
く
、
一
方
の
武
帝
の
封
樟
は
「
極
端
な
ま
で
の
秘
密
主

義
が
貫
か
れ
た
」
と
す
る
。
し
か
し
本
稿
で
論
じ
る
よ
う
に
、
泰
山

山
頂
に
お
け
る
「
封
」
が
「
恥
儀
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

封
鵡
の
儀
櫨
全
健
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
も
っ
て
全
健
を
「
秘

省
主
義
」
と
評
す
る
の
は
安
蛍
で
は
な
い
。

(
お
)
秦
惇
統
の
濯
の
上
帝
祭
杷
を
基
盤
と
し
て
前
漢
の
郊
杷
が
形
成
さ

れ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
は
註
(
2
)
前
掲
拙
稿
「
前
漠
武
帝
期
に
お

け
る
郊
把
強
制
の
成
立
|
|
甘
泉
泰
時
の
分
析
を
中
心
に
|
|
」
参

照
。
ま
た
、
拙
稿
が
祭
記
封
象
と
な
る
神
格
や
杷
壇
構
造
を
中
心
に

分
析
を
行
っ
た
の
に
釘
し
、
鷲
尾
祐
子
氏
「
前
漢
郊
記
制
度
研
究
序

説
|
|
成
帝
時
郊
杷
改
革
以
前
に
つ
い
て
|
|
」
(
立
命
館
束
洋
史

皐
曾
叢
書
二
『
中
園
古
代
史
論
叢
』
、
二

O
O
四
、
所
取
)
は
、
前

漢
郊
杷
制
度
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
多
角
的
に
論
じ
て
い
る
。
な
お
、

本
稿
で
は
封
樟
と
い
う
祭
紀
行
震
の
も
つ
性
格
や
象
徴
性
を
具
髄
的

に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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(
幻
)
「
歳
二
月
、
東
巡
守
、
至
子
岱
宗
。
柴
望
秩
子
山
川
、
障
親
東
后
、

協
時
月
正
日
、
同
律
度
量
衡
。
修
五
種
五
玉
三
吊
二
生
一
死
。
執
貝
知

五
器
。
卒
乃
復
。
五
月
、
南
巡
守
、
至
子
南
緑
、
如
岱
躍
。
八
月
、

西
巡
守
、
出
土
子
凶
山
獄
、
如
初
。
十
有
一
月
朔
巡
守
、
至
子
北
山
獄
、
如

西
躍
。
蹄
格
子
雲
租
用
特
。
五
載
一
巡
守
」
と
あ
る
。

(
お
)
第
二
回
以
降
の
封
稀
奉
行
に
は
、
「
修
封
」
あ
る
い
は
「
増
封
」

と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
池
田
雅
典
氏
「
漢
代
の
封
鵡
儀
櫨

|
|
『
封
封
施
』
か
ら
『
封
樟
』
へ
|
|
」
(
『
大
東
文
化
大
撃
漠
皐

曾
誌
』
四
八
抜
、
二

O
O九
)
に
よ
れ
ば
、
「
修
封
」
と
は
、
「
玉
牒

書
の
機
密
が
保
た
れ
て
い
る
か
の
確
認
及
び
壇
上
石
の
状
態
を
黙
検

し
た
う
え
で
の
再
封
印
、
を
意
味
す
る
」
と
い
う
。
「
修
封
」
及
び

「
増
封
」
が
具
憧
的
に
ど
の
よ
う
な
行
震
を
指
す
の
か
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
難
し
い
が
、
新
た
な
設
備
等
の
追
加
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
と
考
え
て
お
き
た
い
。

(
ぬ
)
『
漢
書
』
武
帝
紀
元
封
二
年
(
前
一

O
九
)
に
、
「
秋
、
作
明
堂
子

泰
山
下
」
と
あ
り
、
ま
た
封
調
書
に
、
「
初
天
子
封
泰
山
、
泰
山
東

北
祉
、
卜
U
時
有
明
堂
慮
。
庭
険
不
倣
。
上
欲
治
明
堂
奉
高
芳
、
未
暁

其
制
度
」
と
あ
る
。

(ω)
封
樟
童
日
に
、
「
夏
四
月
、
文
帝
親
拝
覇
・
清
之
舎
、
以
郊
見
清
陽

五
帝
。
五
帝
廟
、
南
臨
謂
、
北
穿
蒲
池
溝
水
」
と
あ
り
、
沼
陽
五
帝

廟
の
南
側
が
清
水
に
臨
む
と
と
も
に
、
北
側
に
も
わ
ざ
わ
ざ
水
を
引

い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

戸7戸υiυ 

註
(
2
)
前
掲
拙
稿
「
前
漢
武
帝
期
に
お
け
る
郊
記
憶
制
の
成
立

|
|
甘
泉
泰
時
の
分
析
を
中
心
に
|
|
」
参
照
。

(
必
)
註
(
出
)
前
掲
伊
藤
氏
論
文
は
、
『
毛
詩
』
大
雅
・
文
王
・
霊
蓋
に

描
か
れ
る
「
昨
薙
」
や
「
霊
蓋
」
の
賓
態
に
も
論
及
し
、
そ
れ
ら
が

射
儀
等
の
一
刑
事
・
祭
儀
の
行
わ
れ
る
聖
域
で
あ
る
と
と
も
に
、
経
主
日

生
寸
の
注
に
お
い
て
そ
の
周
園
を
水
が
環
状
に
園
焼
す
る
と
さ
れ
る

「
貯
潅
」
は
元
来
、
聖
域
の
周
園
に
配
さ
れ
た
池
津
を
指
し
た
、
と

推
測
し
て
い
る
。
前
漢
代
に
建
造
さ
れ
た
主
な
祭
記
施
設
を
通
観
す

る
と
、
甘
泉
泰
時
を
除
き
、
謂
陽
五
帝
廟
や
河
東
后
土
嗣
、
及
び
淡

水
の
ほ
と
り
の
泰
山
下
明
堂
は
、
全
て
水
透
を
意
識
し
て
建
造
さ
れ

た
黙
で
共
通
す
る
た
め
、
こ
う
い
っ
た
杷
場
の
立
地
に
闘
す
る
観
念

は
、
あ
る
い
は
周
以
来
の
惇
統
を
士
宮
室
と
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

(
必
)
大
櫛
敦
弘
氏
「
後
漢
時
代
の
行
幸
」
(
高
知
大
皐
人
文
皐
部
人
間

文
化
学
科
『
人
文
科
向
学
研
究
』
七
時
抗
、
二

0
0
0
)
は
、
後
漢
皇
帝

に
よ
る
地
方
巡
幸
の
政
治
的
機
能
を
論
じ
る
。
ま
た
同
氏
「
前
漠
武

帝
の
行
幸
ー
ー
そ
の
基
礎
的
考
察
|
|
」
(
『
日
本
秦
漠
史
筆
曾
曾

報
』
五
時
抗
、
二

O
O
四
)
は
、
後
漢
と
比
較
す
る
形
で
武
帝
の
巡
幸

の
特
色
を
抽
出
し
た
上
で
、
同
者
の
遣
い
の
要
因
を
「
岡
制
構
造
の

愛
質
」
と
み
る
。
雨
漢
に
お
け
る
巡
幸
事
業
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
皇
帝

権
力
及
び
支
配
健
制
の
相
違
に
通
じ
る
問
題
と
し
て
、
今
後
も
追
究

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

(
社
)

53 



deeply ingrained, the future task is likely to be international cooperation that aims 

at other fields of study beyond archaeology. 

THE RITES OF FENG AND SHAN OF WUDI OF THE FORMER HAN: 

A CONSIDERATION OF POLITICAL SIGNIFICANCE AND RITUAL 

MEGURO Ky6ko 

This article is an analysis of the Rites of Feng and Shan !Hi performed by 
Wudi of the Former Han and an attempt to clarify imperial authority in ancient 

China through an analysis of the structure and significance of imperial rituals. 

I first consider the significance and how the symbolism of the Rites of Feng 

and Shan were viewed among those who were part of the ruling structure during 

the Former Han dynasty. Performance of the Rites of Feng and Shan was planned 

on three occasions during the Former Han: in the last stages of the rule of Wendi 

and immediately after the accession to the throne of his grandson Wudi, and half 

way through the rule of Wudi. Although plans for the first two events ended in fail

ure, by examining their background, one realizes that the Rites of Feng and Shan 

were recognized as rites that symbolized the firm establishment of the ruling sys

tem of the Former Han dynasty across the generations. In addition, according to 

contemporary discourse (Sima Qian's RJ .~ ~ Fengshanshu !1 ffii =!!' and Sima 

Xiangru's RJ .~;t§~Q Fengshanwen !Hi X) on planning for the third occasion, the 
Rites of Feng and Shan had the significance of positioning the Former Han dynasty 

as the legitimate successor for the Zhou dynasty that had previously unified China 

and ruled the nation with good government. 

Next, I consider what sorts of rituals were actually conducted during the Rites 

of Feng and Shan. The Rites of the Feng and Shan had traditional rites formed by 

adopting Confucian thought and magical practices 7J1Jrq at their core. As an exten

sion of these, the emperor would meet with regional officials and lords in the 

Mingtang and together perform worship rites to the gods worshipped by the For

mer Han dynasty. This was an extremely political and innovative ritual that de

monstrated that Wudi, who had established a system of rule over the entire terri

tory of the state and opened trade and communications with the states of the 

Western Region by successfully driving back the Xiongnu, had unified the realm as 
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the greatest ruler in history. 

The imperial authority of Wudi was confirmed by the regular repetition of the 

Rites of Feng and Shan that sent a consistent message to the realm until his 

death. It can be surmised that this manner of demonstrating and the method of 

expressing imperial authority fashioned by Wudi influenced later emperors as well. 

REGARDING THE BUREAUCRATIC STRUCTURE OF THE REGIME 

OF YUWEN TAl OF THE WESTERN WEI 

MAEJIMA Y oshitaka 

Grasping the central bureaucracy of a regime is fundamental task in the study 

of that regime. In the case of the Western Wei it is important to grasp the 

bureaucratic history of Yuwen Tai who controlled the regime. However, as re

gards the bureaucratic offices and structures at the center of Yuwen Tai's regime, 

the varied interpretations remain unresolved and the actual character of the insti

tutions has not been grasped. In addition to the lack of source materials on the 

bureaucratic career of Yuwen Tai, the cause of this situation is that there has 

been no firm comprehension of the offices of Chengxiang ZR ~§ , Dudu zhongwai 

zhujunshi 111 ~ r:j:l 17Hif!f[ ~, Luxiaoshushi ~!R fot it~, and Daxingtai )\: fr :I: that 

would be the central focus of such a study. 

Two facts can be confirmed. First, the Dudu zhongwai zhujunshi, the supreme 

military command, did not function until the final stage of the Western Wei. 

Second, the Daxingtai was not the title of an official post but the name of an orga

nization, and the post of Luxiaoshushi that was occupied by Yuwen Tai was the 

chief official of the Daxingtai. On the basis of having confirmed the above two 

points, it is possible to draw the following conclusions. 

After Yuwen Tai established the regime in Yongxi 3 (534), he served as 

Chengxiang for a lengthy period using his bureaucratic office and organization both 

politically and militarily in order to exercise his power. The Daxingtai was fun

damentally an organization designed to absorb Yuwen Tai's staff. Those who were 

attached to the institution regularly participated in political decision making with 

the staff of the Chengxiangfu ZR~§Jtf in times of peace, and when Yuwen Tai went 

out on military expeditions, they managed the organization of the expeditionary 
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